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午前１０時００分 開議   

 

◎開議宣告 

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。 

ただいまの出席議員は１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、これか

ら、令和４年第５回美幌町議会定例会、第

２日目の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、９番稲垣淳一さん、１０番

古舘繁夫さんを指名します。 

―――――――――――――――――――

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。 

諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（遠國 求君） 諸般の報告を

申し上げます。 

本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。朗読については省略させていただきま

す。 

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましては、第

１日目と同様でありますので、御了承願い

ます。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

―――――――――――――――――――

◎日程第２ 一般質問 

○議長（大原 昇君） 日程第２ 一般質

問を行います。 

昨日に引き続き、通告順により発言を許

します。 

１３番馬場博美さん。 

○１３番（馬場博美君） 〔登壇〕 さき

に通告いたしております２点について、一

般質問を行いたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

まず１点目であります。 

自治会活動の推進について。 

自治会提案に対する町補助金の創設につ

いて、自治会の具体的な活動につきまして

は、道路の花壇整備、交通安全街頭啓発、

町民総ぐるみ一斉清掃、青少年活動、防火

活動、防犯活動、体育活動、高齢者等の見

守りや除雪などのボランティア活動を行っ

ています。 

現在、美幌町には市街地４０自治会、農

村地区２７自治会の計６７自治会がありま

すが、近年、少子高齢化に伴う自治会会員

の高齢化やマンション等の単身高齢者等の

増加により、自治会の加入率も年々減少

し、現在、加入率は約６９％となっており

ます。 

このことにより、自治会の財政も非常に

厳しく、自治会費を値上げしないと、自治

会が運営できないことなどから、町は令和

２年度に各自治会に対する補助金の見直し

をしました。 

しかしながら、財政運営を維持している

自治会もありますが、高齢化や会員数の減

少に伴い、自治会活動を維持することが困

難な自治会もあります。 

また、令和元年第３回美幌町議会定例会

において、現状の自治会に対する世帯割や

均等割の補助制度に加え、自治会が提案す

る活動に対して補助を検討すべきと質問し

ましたが、町長から基本的には、事業の内

容によって、補助金を上乗せするという考

えは持っていませんと答弁されました。 

しかし、自治会活動を推進するために

は、財政的な問題が１番大きく、町の自治

会活動運営等補助金は、自治会予算の１

０％にも満たなく、大半は自治会費で賄っ

ている状況にあります。 

このことにより、新規事業等は全くでき
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ない状況にありますが、自治会活動は、地

域コミュニティーを推進するためにも大き

な役割を担っていると考えます。 

このことから、地域の活性化及び町民と

町との協働によるまちづくりを推進するた

めに、地域づくりの担い手である自治会が

行うコミュニティー活動事業と連携して行

うべきと考えます。 

地域の皆さんから、地域づくりのため

に、町に事業を提案して、自治会と町が事

業目的を共有しながら、それぞれの役割と

責任に基づき、共同して事業を実施するこ

とにより、地域住民中心の地域づくりを推

進することになり、地域住民が連携意識を

高めるコミュニティー活動によって、地域

課題の解決や住民サービスの充実につなが

ると考えます。 

具体的に、自治会が提案する事業につき

ましては、自治会が新たに提案し、実施す

る地域の活性化につながる新規事業、コミ

ュニティー活動活性化につながる事業、新

たなまちの魅力づくりにつながる事業、子

供及び子育て世代人口の増加につながる事

業、地域環境美化事業、高齢者等見守り事

業、健康づくり事業などと考えます。 

現在、びほろの活力共創事業補助金制度

がありますが、補助率、限度額や補助期間

等の問題がありますので、自治会が提案す

る全ての事業が補助されるようにすべきと

考えます。 

町長は、自治会提案に対する町補助金の

創設について、どのように考えているのか

伺います。 

２点目であります。 

住民サービスの向上について。 

美幌町職員の定数確保等についてであり

ますが、令和２年第９回美幌町議会臨時会

において、効率的、効果的な行政運営と住

民サービスの向上と新たな行政課題等に対

応するため、部設置条例において、町民生

活部を新設しました。 

これにあわせて、令和３年４月１日から

美幌町組織機構及びグループ制を全面的に

見直して１年を経過しましたが、これまで

の住民サービスの向上が図られた事項、改

善点、現状での課題及び今後の対応につい

て伺います。 

また、少子高齢化に伴い、美幌町の人口

は年々減少していますが、それに相反する

かのように、行政事務量が年々増加してい

ると思われます。 

このような中、住民に対するさらなるサ

ービスの向上を図るため、次の項目につい

て町長の考えをお伺いします。 

（１）美幌町職員定数条例の職員数３０

５人に対して、平成３１年２８９人、令和

２年２８３人、令和３年２７６人と年々職

員数が減少していますが、職員定数との差

についての考え方を伺います。 

（２）令和３年４月からグループ制につ

いて、主幹職から主査職に見直しをしまし

たが、現状についてどのように評価されて

いるのか伺います。 

（３）平成２６年４月から職員の定年退

職後の再任用制度を導入していますが、再

任用職員も年々増加している状況から、職

員定数条例の職員数及び新規職員の採用の

考え方について伺います。 

（４）住民サービスのさらなる向上を図

るため、特に窓口業務を担当する職員につ

いては、グループ内での職員研修等が必要

であると考えますが、その実施状況を伺い

ます。 

（５）会計年度任用職員について、令和

４年度当初予算でフルタイムの職員１１１

名、パートタイム職員２１７名で正職員よ

り多い状況になっておりますが、フルタイ

ムの職員の配置についての考え方を伺いま

す。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 〔登壇〕 馬場議

員の御質問に答弁いたします。 

まず、自治会活動の推進についてです
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が、現在、町内の各自治会において、主体

的に様々な地域コミュニティー活動が活発

に行われており、このことが地域の共助コ

ミュニティーの形成を推し進める大きな要

素となっているものと認識しております。 

こうした自治会の活動では、財政面の課

題もあったことから、令和２年度に自治会

連合会との協議を踏まえ、運営補助金の見

直しを行ったところであります。 

今後も社会が様々な変容に迫られている

中、地域の主体的な活動に対しましては、

真になすべき公の役割、支援は何かを考え

ていくことは、必要かつ重要であると認識

しております。 

町民と町の協働によるまちづくりには、

互いが対等なパートナーとして、ともに協

力して活動することが重要であります。 

財政面の支援については、新たな補助の

制度化は行政からのアプローチとなり、特

に自治会活動のような継続して行われる活

動への補助は、活動の主体性を損なわせて

しまう可能性もあることなどから、慎重に

行わなければならないものと考えておりま

す。 

現在、新たな補助制度の創設は考えてお

りませんが、令和４年度からの見直しを行

った資源ごみ収集に対する自治会還元金な

ど、今後も補助金以外で自治会が柔軟に使

用できる収入の拡充手法について、引き続

き検討してまいりたいと考えておりますの

で、御理解のほどよろしくお願いいたしま

す。 

次に、住民サービスの向上について。 

町民に対するさらなるサービスの向上を

図るための考えについてであります。 

１点目の職員定数と職員数との差につい

ての考え方につきましては、職員定数は、

行政運営を行っていく上での職員数の上限

を示していますが、その一方で、職員数に

つきましては、多様化、複雑化する町民ニ

ーズに対応したサービスの提供や事務事業

の推進を図るため、それぞれの部局の現状

を聞き取った上で、業務量に応じた職員の

適正配置を行った結果であり、その年ごと

に職員数が異なって差が生じているもので

あります。 

２点目のグループ制の見直しについての

現状での評価につきましては、令和３年４

月の組織機構の見直しにあわせ、１５年ぶ

りに見直しを行ったものであり、主幹職を

中心としていたグループ構成を主査職中心

の構成と変更いたしました。 

見直しから１年２か月を経過しますが、

それぞれ担当事務にとらわれることなく、

集中して取り組む業務にグループ全体で柔

軟に対応できているほか、主査を中心に即

応性と機動性を発揮できる体制が整ってい

るなど、職員の人材育成の観点からも効果

が出ているものと考えております。 

３点目の職員定数条例で定める職員数と

年々増加している再任用職員の考え方につ

きましては、再任用職員は、これまでの行

政経験で培った多くの知識やノウハウを有

していることから、行政サービスを提供す

る上で必要な人材であり、適切な職員配置

に努めているところであります。 

しかしながら、令和５年度より、国家公

務員の定年が段階的に引上げられ、令和１

３年度に６５歳となることを踏まえ、本町

におきましても定年を段階的に引上げて、

６５歳とする制度の導入を検討しておりま

す。 

今後、制度設計を行った後、議会に御説

明と御提案をした中で、令和５年４月１日

からの運用開始を考えており、再任用職員

は、定年延長により順次減っていくことと

なります。 

また、新規職員の採用の考え方につきま

しては、将来にわたって安定的かつ継続的

な行政運営を行っていくために必要な職員

数を一定数確保していかなければならない

と考えており、業務量に応じた適正な職員

数を常に把握して、職員を採用してまいり

たいと考えております。 
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４点目のグループ内での職員研修の実施

状況につきましては、窓口業務を担当する

職員に限った研修は実施しておりません

が、行政サービスを提供する上で、基本と

なる接遇研修につきましては、毎年度新規

採用職員を対象に実施している状況であり

ます。 

窓口業務の向上につきましては、町民の

視点に立った利用しやすい窓口と対応する

職員のスキルを高めていくことが重要であ

ると認識しており、美幌町職員人材育成基

本方針に基づいて、日頃から職場内で上

司、先輩職員による職員一人一人に合わせ

た実践的で細かな指導、育成に取り組んで

いるところであります。 

５点目の会計年度任用職員の配置につい

ての考え方につきましては、厳しい財政状

況でも住民ニーズに応える効果的、効率的

な行政サービスを提供することが求められ

ていることから、会計年度任用職員の必要

性を十分に検討した上で、組織として最適

と考える任用、勤務形態の人員配置を行う

必要があると考えております。 

今後も行政運営においては、会計年度任

用職員、再任用職員、正職員と、様々な任

用、勤務形態の職員の力を結集し、行政サ

ービスの安定的かつ継続的な提供に努めて

まいります。 

いずれにしましても、多様化する行政需

要、複雑化する住民ニーズに対応していく

ために、業務量が増大した場合において

も、住民サービスを安定的に提供できるよ

う努めてまいりたいと考えておりますの

で、御理解を賜りますようお願いいたしま

す。 

以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １３番馬場博美さ

ん。 

○１３番（馬場博美君） それでは、順次

再質問をしたいと思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

自治会提案に対する町補助金の創設につ

いてということで、私は過去においても自

治会関係について、何点か町長に質問いた

しました。 

その中で、今回あえてするのは、昨日も

戸澤議員の質問の中にありましたが、私も

元町で自治会役員をやらせていただいてま

すけれども、非常に今後の自治会活動に対

する自治会組織が本当に厳しい状況になっ

ているということをまず、昨日の戸澤議員

の質問の中でも再確認したところでありま

す。 

その中で、切実な考え方として、率直に

町長と意見が一緒になればいいという思い

で、そんな気持ちで再質問させていただき

ますので、どうか町長よろしくお願いした

いと思います。 

最初に事務的なことなのですけれども、

令和２年度に各自治会に対する補助金の見

直しをしました。 

６７自治会の状況について、町補助金の

自治会活動運営と補助金の各自治会の予算

に占める割合について、大体６７自治会平

均して何％になるか伺います。 

○議長（大原 昇君） 町民活動課長。 

○町民活動課長（佐久間大樹君） ただい

まの御質問について、お答えさせていただ

きます。 

町補助金が自治会の会計に占める割合に

つきましては、議員の御質問にもございま

したが、おおむね１０％程度だと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） １３番馬場博美さ

ん。 

○１３番（馬場博美君） １０％について

は分かりました。 

元町自治会の全体の収入割合１０％と出

しました。 

しかし、自治会予算の１０％にも満たな

いという状況の中で、大半の活動は自治会

費で賄っている状況にあります。 

現在の自治会費の中では、例えば、新た
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な事業をやらなければならない、あるいは

今現在やっている事業をさらに拡大しなけ

ればならないと言った場合は、全く財源が

なくてできない状況にあります。 

このことについて、町長はどのように考

えているか、どういう認識なのか、最初に

町長の考え方を伺います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、各自治会の会

計というか、収入に対する割合が平均して

１０％程度ということの答弁を担当からさ

せていただきました。 

それで、新たな事業、それから、拡大す

る事業ということで、元町もそうですけれ

ど、前向きにやられている自治会もある

が、なかなかそうでない自治会もありま

す。その中において私が気にしているの

は、従来のお金、会費も含めて自治会が全

体で扱っているお金がどういうふうに使わ

れているかということも、自治会内で見直

しをする、再度精査する必要があるのかな

という考えを持っております。 

こういう支援については、昨日戸澤議員

の御質問の中で、自治会連合会との意見交

換、情報共有の中で自治会の主体性を持っ

て尊重するよと。そのことに対する支援に

ついては、きちんとタイミングを逃さぬよ

う支援していく、私の気持ちはそういう思

いであります。 

ですから、出さないということではなく

て、それぞれの自治会が預かっているお金

をどう使うかということもきちんと見た中

で、お金が足りないとかそういう論議にな

るべきではないかという思いであります。 

○議長（大原 昇君） １３番馬場博美さ

ん。 

○１３番（馬場博美君） 私、お金ばかり

ではなくて、後からも出てきますけれど

も、やはり自治会がやっていること、いろ

いろなボランティア活動も含めて、そうい

うことをやっている中で、どうしても行政

に頼らなければならないお金であったり、

人であったり、いろいろなことがあると思

います。 

そのような中で町長の考え方は、お金に

ついてはまた自治会連合会等の話等も含め

て、その中で検討するということがありま

したので、分かりました。 

次に、答弁の中で、財政面の支援につい

ては、新たな補助制度化は行政からのアプ

ローチとなり、特に自治会活動のような継

続して行われる活動への補助は、活動の主

体性を損なわせてしまう可能性があるとい

うことから、慎重に行わなくてはならない

ということなのですけれど、この内容につ

いてちょっとわからないので、再度具体的

に町長に御説明をお願いしたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） 町民生活部長。 

○町民生活部長（関 弘法君） 少々わか

りづらい表現で、大変申し訳ありません。 

行政からのアプローチ、いわゆる行政が

こういう制度をつくったので、こういうこ

とをしないだろうか。 

そういった強制的な部分が少し出てくる

のかなと。 

また、対等なパートナーとしてともに歩

むということからも、あまり補助制度にが

んじがらめになると主従関係のような、そ

うではないのですが、そういったことも生

まれかねない。 

今はそういう状況ではないので、あまり

そういうものを頻繁に行政側からアプロー

チすると、そういうことも行政側としては

少し懸念する、そのような意味でございま

すので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １３番馬場博美さ

ん。 

○１３番（馬場博美君） そのことについ

て、私の考え方については、先ほど質問を

していますけれども、私が提案しているの

は、今、関部長が言われるように本当に地

域の皆さん、自治会から地域づくりのため

に町に事業提案して、自治会と町が事業目
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的を共有しながら、それぞれの役割と責任

に基づいて共同して事業を実施すること

で、地域住民の中心の地域づくりが推進さ

れる。そして、地域の住民の意識連携を高

められるコミュニティー活動によって、地

域の課題の解決や住民サービスの充実につ

ながると考えます。 

このようなことから、新たな自治会提案

による補助制度化は、行政からのアプロー

チとはならなく、活動の主体性も損なわな

いと私は考えます。 

このことについては、今、関部長が言わ

れましたので、そういう補助金をつくれ

ば、そういった縛りがあるということの趣

旨は分かりました。 

それで、具体的に私は自治会に提案する

事業として、過去にも町長に質問したこと

があるのですけれども、地域環境美化事業

を提案しました。 

その具体的な事業の一つとして、各自治

会等で毎年取り組んでいる道路の花壇整備

があります。 

このことは、交通安全対策やごみのポイ

捨てなどの抑制にもなり、道路の美化にも

つながっております。 

私は、もともと自治会で実施しています

道路の花壇整備について、以前に公園通全

部、花を統一して植栽しようということ

で、関係する７自治会を訪問いたしまし

た。 

その結果、趣旨に賛同してくれた自治会

もありましたが、ある自治会においては、

自治会の会員が高齢になっており、花を植

えたくても植えることができませんと回答

する自治会があり、現在まで、花を植栽で

きていない状況にあります。 

なお、公園通の状況なのですけれども、

現在は７自治会においても、道路の花壇の

植栽がかなり増えている状況にありまし

た。 

このことについては、他の自治会にも言

えることだと思います。 

令和２年３月の定例会の一般質問で、先

ほど言いましたけれども、フラワーロード

の整備について、一般質問いたしました。 

その中で、町長は歩道を花いっぱいにし

たいと。全く私と同じ考えであります。 

皆さんと絶対やるべきだというのであれ

ば、努力したいという答弁をされておりま

す。町民は、誰も反対する人はいないと私

は思います。 

過日、６月１２日土曜日に、日産自動車

前で町長も見えられていましたけれども、

約３,６００株、約６０人が参加して、花の

植栽をしました。 

そこで、全町をフラワーロードにするた

めに、各自治会の状況により、先ほど町長

も言いましたけれど、いろいろなことの状

況が違うと思います。 

各自治会の事業について、町に事業を提

案して、各事業ができない部分を町からお

金のこととか、人のこととか、肥料代のこ

ととか、いろいろあると思います。 

そのようなことを助成してもらい、町と

自治会が共同して事業をすることにより、

町全体がフラワーロードになると思います

が、町長の考え方を再度お伺いしたいと思

います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 先ほどの自治会に

対する支援の中に、町がそういう制度をつ

くりたくないということは、否定的という

か、後ろ向きということではないというこ

とです。 

それで、私は馬場議員がおっしゃった町

の中、歩道を花いっぱいにしたいというの

は、今でもそう思っています。 

それが、今、馬場議員がおっしゃったこ

ととほとんど同じ思いではあるのですけれ

ど、１点お話ししたいのは、行政と自治会

という言い方の中で、行政とそれから地域

住民、自治会でなくてこの地域住民という

ことを私は思っているのです。 

それはどういうことかというと、自治会
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だけに対する補助制度をつくると、やると

ころとやらないところによっては、場合に

よっては、なんでうちはやらないのと思う

人もいるし、逆にやるところはやろうとし

た人たちがこの制度でお金を確保できたか

らやろうよと。 

それは、押しつけみたく、義務化するこ

とが非常に私は気になるところなのです。 

ですから、もともと地域コミュニティー

とか、その中の内数である自治会という部

分において、自分たちが先ほどからボラン

ティアということですから、自分から、自

らということを考えると、なるべく押しつ

けにならないような中でやる。 

そうなれば、思う人たちがたくさんそう

いうグループをつくって、できないところ

はその人たちが行ってフォローするという

ような環境を私はつくりたいと思うので

す。 

その中で、そこにかかる経費というの

は、自治会というよりも町を挙げて、そう

いうことに対してしっかり支援をするとい

うことを進めたいという思いであって、馬

場議員がおっしゃっていることとほとんど

同じなのです。 

１点だけ、自治会と地域住民、言い回し

の差と言われればそれまでなのですけれ

ど、思いとしては参加してくれる皆さん

が、本当になるべく義務というか、負担と

かにならないでやらないと長続きしない

し、そのうちにお金をあげたりだとか、そ

ういうことをしなければやってくれなくな

るとか、そういうことだけを非常に懸念し

ているところであります。 

長くなってすみません。 

○議長（大原 昇君） １３番馬場博美さ

ん。 

○１３番（馬場博美君） 私は、花をいっ

ぱいにしたいということ、町長と全く同じ

であります。 

その手法について、やはりできる自治会

は、僕はいいと思う。 

自治会という言い方はあれですけれど、

地域住民でもいいです。 

だけど、できない、本当に困っている、

高齢者で、人がいなくて、やりたいのだけ

どできない。 

では、そこをどうするかということ。 

町長が言うように、いろいろな各種団

体、フラワーマスターとかにいろいろ協力

を得て、皆でそこのところに手伝いに行

く、日産自動車みたいにやるという方法も

あるけれども、現にある自治会において

は、やりたくても人がいない。 

では、元町の自治会がそこに行ってやる

のか。 

あるいは全体でやるのか。 

そういったときに、僕はやはり地域住民

がどういう考え方を持っているかというの

は、自治会でなくてもいいですけれども、

そこに花を植えたい。 

そのために、町に支援を求めることを僕

はあまり賛成しないのだけれども、質問で

も言っていますけれども、本当は自分たち

の力でやりたい。 

だけど、今はこの壁に、私自身でやりな

がら、もっともっとやっていきたいと思う

のだけれども、非常にどうしたらいいのか

なというのが率直なところでありました。 

町長が言われるように、地域住民とでき

るように、さらに各団体とも打合せをしな

がら、みんなで花を植えていこうという機

運を高めていきたいと考えてございます。 

そこで、町長も支援を考えていないとい

うことだったのですけれども、答弁の中

で、新たな補助制度は考えていませんとい

うことであれば、例えば先ほど言いました

けれども、びほろの活力共創事業補助金制

度について伺いたいと思います。 

この要綱を見ますと、今やっている道路

の花壇整備について、補助対象事業の景観

ビジョンに該当するかという思いがしたの

ですけれども、そこら辺の見解についてお

伺いしたいと思います。 
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○議長（大原 昇君） 町民活動課長。 

○町民活動課長（佐久間大樹君） びほろ

の活力共創事業についてでございます。 

先ほどの花壇整備が補助事業の該当にな

るかということでございますが、事業の内

容といたしましては、びほろの活力共創事

業の趣旨に合致いたします。 

しかし、この補助金の中で、これまで継

続している事業というのは対象になるのは

難しいものですから、何かしら新しい動き

が加わることが必要だと思います。 

○議長（大原 昇君） １３番馬場博美さ

ん。 

○１３番（馬場博美君） このびほろの活

力共創事業補助金の該当にはならないとい

うことで、継続しないで新たな企画という

ことでやったら該当になるよということ

で、分かりました。 

それで、自治会で提案する事業も非常に

難しいと。 

それから、この補助金、びほろの活力共

創事業補助金についても対象にはならない

という中で、やはりこれもいい制度だと僕

は思います。 

びほろの活力共創事業補助金、いろいろ

見直しをされて、今日来て、インターネッ

トで、ホームページを見ました。 

申請件数を見ても、いろいろな計画をさ

れて、申請が上がっているように理解して

います。 

何とかこれも、今、いろいろ条件があり

ますけれども、自治会でこういった提案を

すれば使えるように見直しするべきと考え

ますが、町長の考え方はいかがでしょう

か、お尋ねします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今あるその制度的

なものについては、今できたばかりという

か、つくったばかりなので、それはそれで

趣旨を大事にして進めたいと思います。 

先ほどから馬場議員がおっしゃっている

部分においては、やはりその地域の人たち

が活動するための自治会でもいいのです。 

活動するための支援をどうするかという

ことだと思うのです。 

ですから、答弁書にも書いてありますけ

れど、私は先ほどからあえて自治会のため

のいろいろ事業活動をする補助金というの

は考えていないという意味なのです。 

ですから、例えば、町に、歩道に全部花

を植えたいということであれば、それは自

治会でやれるところ、それから、自治会と

いうことが無理でも、地域の中の何人かに

やっていただいて植えられるところ。 

そのときには、皆さんには無理をしてほ

しくないという形で、ここはもう高齢で無

理ですよというところをやはり私は割り切

って、例えば、花いっぱいのまちにしまし

ょうと、ふだん望んでいるということであ

れば、施策として手が回らないときにはし

っかり支援をするというか、お金を出して

業者というか、プロに植えてもらうのもあ

りますし、いろいろな手法を考えればいい

のではないかと思うのです。 

ですから、そこだけを、言ってることを

否定ということではなくて、何とかそのこ

とを実現するためには、あまり自治会、自

治会ということに対する負担をかけないよ

うにしていかなければ、これから自治会自

体も皆さんどんどん継続が難しくなる部分

があるということに危惧しているというこ

とだけを御理解いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） １３番馬場博美さ

ん。 

○１３番（馬場博美君） 私の思いと町長

の思いは同じなのですが、手法がちょっと

違うという感じもします。 

ただ、最終的に各自治会で、私は自治会

という言い方をしますけれども、そこで全

部美幌町を花いっぱいにしたいという気持

ちは同じなので、できなかったら最終的

に、今、町長がおっしゃいましたけれど

も、それについてはできない部分は何とか

町でも検討するということについては、理
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解いたしました。 

そこで、最後になりますけれども、繰り

返しになりますが、町長にもう１回確認し

ます。私が提案した自治会の提案する町補

助金の創設に対しても、新たな補助制度は

考えていない、また、現在あるびほろの活

力共創事業補助金についても、各自治会で

活用できるような改正も今のところ検討は

しないということであります。 

その中で、戸澤議員の一般質問にありま

した。 

自治会は、行政とのパイプ役、行政サー

ビスの一端を担う地域のコミュニティーと

して重要な役割を果たしているという中

で、現行の自治会活動運営等補助金は、各

種団体等の負担金を差し引くと赤字になり

ます。その赤字の分を自治会で賄っている

こと。 

また、自治会の役員の成り手がなく、自

治会の未加入者も多くなっていること。 

少子高齢化により、本当に自治会の会員

数が減少になったときに、今後、近い将来

においては、自治会を維持することが困難

な状況になる。 

まして、そうすることになって、解散に

追い込まれる状況が来るのではないかとい

うことも昨日話されていましたけれども、

私はそういう時期が本当に迫っているので

はないかという思いはしています。 

もし、現状のままでいくと、自治会が解

散したら、私は大変な状況になると思いま

す。 

町長、自治会連合会の意見交換も必要で

すが、ぜひ、各自治会の意見を、地域住民

でも結構です。聞いて、各自治会が維持で

きるような、町として何らかの対応をすべ

きと考えますが、町長の考え方を伺いま

す。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 自治会自体がどう

いうふうに今後進むかということに対して

は、私は自治会がなくなっていくだろうと

いう思いはあまり持っておりません。 

それで、これから今のやり方、私も自治

会連合会の役員の皆さんに、町長、自治会

をこれからも維持していくためには、どう

したらいいか、いいアイデアはないかとよ

く言われます。 

そして、その中で私ももともとコミュニ

ティー活動ということに対して、興味もあ

って勉強してきた中においてやはり感じて

いるのは、本当に自治会がどこまでやる

か、できるかという見極め、これをしなけ

ればいけないのかと思っております。 

ですから、まずは自分たちが今までやっ

てきているスタイルで、これからも本当に

やっていけるかという見極めと、もう一つ

はボランティアという言葉にこだわるわけ

ではないですけれども、ボランティアとい

うことを考えたら、どこまでだったらやっ

ている方が負担でなく、義務でなく、楽し

くやれるかということを皆さんと考えなけ

ればならないと思っております。 

これからはコロナ禍もあって、ウィズコ

ロナ、アフターコロナを考えた場合に、地

域コミュニティーの必要性というのは非常

に高まると私は勝手に思っております。 

ですから、先ほど言ったように、自治会

がなくなるという思いはそんなに持ってい

ないのです。 

そのときに、地域のニーズに合った、要

は若い世代とか、働き世代がどういうふう

に関わるかということをきちんと考えてい

かなければいけない。 

ですから、情報を発信する。 

なかなかその自治会活動というのは理解

してもらわなかったら、ただ回覧板とか、

訪問してということもあるのでしょうけれ

ども、今風に言えば、若い人であればＳＮ

Ｓをうまく使うとか、フェイスブックを使

って月に２回ぐらいそういう情報を発信す

る。 

それは、今の体制ではできないと思うの

です。 
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ですから、そういう興味のある地域の人

たちに、さっきも職員と話してきたのです

けれども、例えば地域に住んでいるその若

い人たちで、どうだい、こういうことをや

って自分たちの自治会のことを発信したら

どうだろうかというと、そういうことは可

能ですよねとか、そういうようないろいろ

な手法を変えていく必要。 

それから、会費もどういうふうに使われ

ているか、この使われ方でいいのかという

こともやはり皆さんが話した中で、そし

て、その使い方もはっきり見える化してい

くかということが、もっと今まで以上に見

える化していくかということが大事かと。 

そういうことをしていけば、私は絶対地

域コミュニティーというのは衰退しないで

継続できる。逆に、地域に住んでいる方の

ニーズも私は高まっていると思っておりま

す。 

○議長（大原 昇君） １３番馬場博美さ

ん。 

○１３番（馬場博美君） 町長、自治会連

合会の話の中で、自治会を維持するために

という話をいろいろこう意見交換されてい

るということについてはわかりますけれど

も、やはりそれぞれの単位自治会のほうの

意見も聞きながら、いろいろな方法で、本

当にこのままでいいのかどうか。 

私は、もしこのままでいったら解散する

状況になるのではないかということを言い

ましたけれども、何もしなければ、本当に

このままでいったら、自治会の必要性とい

うか、自治会にだんだん入らなくなってく

る、魅力もないということになってきます

ので、本当にそういう部分では我々も自治

会会員として、それについては魅力ある、

そして若い世代も入れながら、町長が言う

ように楽しくやっていきたいという思いが

あります。 

ぜひ、フラワーロードについて特化して

質問しましたけれども、思いは同じなの

で、私も再度この自治会の在り方について

はもう一度、今の町長の答弁を受けて、自

治会の役員も含めて協議をしながら、どう

いったほうが１番いいのかということもさ

らに研究してみたいと思います。 

自治会の関係については、これで終わり

ます。 

次に、２点目の美幌町職員の定数確保に

ついて、質問させていただきたいと思いま

す。 

最初に、令和３年４月１日から町民生活

部を新設するとともに、美幌町組織機構を

全面的に見直して１年２か月が経過しまし

たが、これまでの住民サービスの向上が図

られた事項、改善点、現状での課題及び今

後の対応について伺います。 

また、町民等から全面的に見直した機構

等について、要望や意見があったのか、併

せて伺います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 御答弁申し上

げます。 

今、議員から御指摘あったとおり、組織

機構の見直しをさせていただいておりま

す。 

業務量の平準化を図る、そして、機動的

に組織運営を行うということを目指した見

直しであります。 

大きく従来の総務部と旧民生部について

は、業務が肥大化していたということがご

ざいましたので、その二つの所管している

業務を三つに分けまして、新たに町民生活

部を設置したところでございます。 

そうすることによりまして、新庁舎に移

行して、窓口部門を１階にそろえたという

ことで、町民の皆様が来庁された際に各種

手続がしやすくなったという、そういった

効果があったと認識をしております。 

また、窓口部門をしっかりとそろえたこ

とで、町民の皆様の声を受け止める対応が

できるようになったと、そのように認識を

してございます。 

さらに、行政サービスの向上という視点
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でいきますと、当然分散されていた窓口部

門の集約はあるのですけれども、利用の実

態に合わせて受付時間の短い担当窓口につ

きましてはハイカウンター、高いカウンタ

ーを、また、受付に一定の時間を要する担

当につきましてはローカウンター、座って

の対応をするということで、こちらについ

ては利用者の皆様のニーズを踏まえた対応

ができているのだろうと、そのように考え

てございます。 

また、課題の一つとしては、新庁舎移転

後、当初１階の窓口カウンターと職員の席

との間に一定の距離がございました。 

そういったこともあって、窓口にいらっ

しゃったお客様に気づかない場面も見受け

られたのが実態でございます。 

そういった反省を踏まえて、現在におき

ましては、職員が相互に声をかけ合いなが

ら、常に窓口に注意を払うことで、お待た

せをしない窓口対応をしていると、そのよ

うな状況になってございます。 

いずれにしても、組織機構の見直しある

いは窓口機能というのは、常に進化させて

いかなければいけないと思っております。 

ゴールはないと思っておりますので、引

き続きサービス向上を目指して、しっかり

と職員一同取り組んでいきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 総務課長。 

○総務課長（斉藤浩司君） 次に、御質問

のありました現在の意見、要望等について

であります。 

実際、現在のところ要望については特に

ございませんが、町民の方からは何点か意

見を伺っています。 

例えば、課名がわかりやすくなった、グ

ループ名が前より表記がわかりやすくなっ

た。 

また、担当部署を探している町民の方が

いらっしゃったときにも職員が声をかけて

御案内するなど、複数の改善点があったか

と思います。 

あと、部長からもありましたように、窓

口業務を一本化し、集約されていますの

で、例えば、死亡届を出した際、１か所の

カウンターにお座りいただいて、職員が代

わる代わる交代で対応に当たるなど、改善

は前回よりも図られているものと思いま

す。 

今後も職員が笑顔と挨拶を忘れず、改善

すべき点は見直して、住民サービスの向上

に努めてまいりたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １３番馬場博美さ

ん。 

○１３番（馬場博美君） はい、状況につ

いては分かりました。 

総務部長がおっしゃられていた窓口と職

員の間が遠いという話も、私も苦情として

聞いたことがありますので、今はそれにつ

いても職員で声かけをやっているというこ

とで、分かりました。 

次に、職員数が平成３１年度２８９人に

対して、令和３年度は２７６人と、１３人

減少しています。 

答弁でそれぞれの部局の現状を聞き取っ

た上で、業務量に応じた職員の適正配置を

しておりますということでありました。 

そこで、平成３１年から令和３年度まで

の時間外の勤務時間数及び休暇の取得状況

について、全体的な説明をお願いしたいと

思います。 

○議長（大原 昇君） 総務課長。 

○総務課長（斉藤浩司君） ただいま御質

問のありました、時間外の平成３１年から

令和３年度までの状況でございます。 

令和３年度に機構改革していますので、

令和２年度以前はグループ単位ということ

で御理解いただきたいと思います。 

平成３１年度につきましては、グループ

は２３ございますが、合計ですみませんが

年間で大体１０６時間。 

月にしますと８．９時間となっておりま

す。 
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最も多いグループで年間２４０時間、月

に平均しますと２０時間。 

最も少ないグループでゼロということ

で、全くないというグループもございま

す。 

また、令和２年度につきましては、年間

で１０４．４時間、前年より２時間ほど減

っています。 

月にしますと８.７時間でございます。 

最も多いグループで年間２２８時間、月

平均１９時間。 

最も少ないところで年間２時間でござい

ます。 

最後に、令和３年度ですが、機構改革後

でございます。 

年間の平均時間１７７.６時間、前年より

７３時間増えております。 

平均しますと月１４.８時間でございま

す。 

令和３年度が多い理由ですが、これは新

型コロナウイルスに関しまして、ワクチン

接種の対応、また、対策等に係る業務、ま

た庁舎移転に関わる業務など、例年にはな

い業務もあったことが要因として考えてお

ります。 

次に、休暇の取得状況でございます。 

平成３１年度全体の平均で申し訳ありま

せんが、年間で大体８．９日。 

令和２年度につきましては、８．５日。 

令和３年度は年間９．２日ということ

で、機構改革後、若干取得が増えていると

いう状況でございます。 

以上、御説明しましたのでよろしくお願

いいたします。 

○議長（大原 昇君） １３番馬場博美さ

ん。 

○１３番（馬場博美君） 状況については

分かりました。 

そこで、事前にいろいろな資料の中で、

今、課長が答弁されたように平均して分か

りましたが、その中で、各課によってはや

はり変動があると思います。 

例えば、財務課あるいは保健福祉課、そ

れから上下水道課、社会教育課含めて、

今、平均よりもかなり上回っている状況に

あるのではないかと思います。 

そういったところは、答弁にもありまし

たけれども、きちんと現場の声を聞きなが

ら、その時間外と休暇の取得状況に合わせ

て、適正な配置に努めていただきたいと思

います。 

次に、答弁の中で、職員の定数は、行政

運営を行っていく上での職員数の上限を示

しているということであります。 

それで、多様化それから複雑化する町民

ニーズに対応した行政サービスや事務量を

推進するためには、私は現在の職員では不

足しているのではないかと思います。 

具体的に、令和２年度で２８３人の職員

数が、令和３年には２７６人と。 

いわゆる退職した職員よりも新規採用職

員が少ないということもあろうかと思いま

すから、そのことで７名も減少しているか

と思います。 

このことによって、先ほど言いましたと

おり、令和３年度からの組織機構の見直し

によるものと考えますが、先ほど御説明い

ただいた、時間外勤務の状況、あるいは休

暇の取得状況から考えると、私は職員数が

職員定数条例の定数を超えている部局も一

部ありますが、全体で職員定数までいかな

くても、当面、最低令和２年度の２８３人

は確保すべきと考えますが、町長の考え方

を伺います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） すみません。 

先に私から、先ほど適正な人員配置をと

いうことで、全くそのとおりです。 

そのために、毎年度秋頃、各部局を対象

に人員の配置の状況あるいは業務量の実態

のヒアリングを行ってございます。 

そうした中、組織全体の状況を見極めた

中で、次年度に向けた組織体制の在り方を

検討の上、４月１日付の人事異動に反映し
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ているという実態にございます。 

また、今、定数に対する配置の御指摘を

いただきましたが、本年４月１日付につき

ましては、職員数は２８０名ということ

で、前年度から４名の増員になってござい

ます。 

その４名につきましては、保育士を新た

に２名採用したほか、今、町の課題であり

ます脱炭素あるいは廃棄物処理に関する対

策、さらには病院事業の充実など、担当職

員を増員するということで、実情に応じた

対応を図ってきているところであります。 

確かに、定数条例は３０５人なのですけ

れども、この定数条例はあくまでも上限を

示したものであって、行政運営については

効率的な運営が必要ということで、常に最

少の職員数で最大の行政事務を発揮すると

いうことが使命になってございます。 

つきましては、実態をしっかり見極めた

中で、引き続き適正な配置に努めていきた

いと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（大原 昇君） １３番馬場博美さ

ん。 

○１３番（馬場博美君） 今、総務部長か

ら御答弁いただきました。 

本当に私も当時担当したところ、現場の

声を聞きながら時間外とか休暇取得状況を

見ながら適正配置に努めたのですけれど、

やはりその頃はもっともっと時間外が多か

ったです。 

そんな中で、構成比率もあって、職員を

削減しなければならない状況の中でやって

きた記憶がありますけれども、ぜひ現場の

声を聞きながら、適正配置に努めていただ

きたいと思います。 

時間がありませんので、最後に１点だ

け。 

町長、考え方含めてお伺いします。 

会計年度任用職員の配置の状況でありま

す。 

これについては、令和４年度の当初予算

で、フルタイムの会計年度任用職員は１１

１名となっておりますが、どういう基準で

配置されているのかということを、まず１

点伺いたいと思います。 

それで、何を言いたいかということなの

ですけれども、同じ職場で、同じ業務に携

わって子供たちを預かっている職場の保育

園の保育士、発達支援センターの指導員、

子育て支援センターの指導員等や栄養士、

学芸員、図書館の司書について、正職員と

会計年度任用職員が同じ職場に配置されて

いますが、会計年度任用職員については、

私は一遍にいかなくても正職員化すべきと

考えますが、町長の考え方を伺います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、会計年度任用

職員の雇用要件ということを御質問されま

したけれども、基本的には正職員という言

い方はあまり好きではないのですけれど、

通年雇用されている職員と年度という部分

で、本来ならば一緒の仕事をしていくはず

ではなかったはずなのです。 

その辺が、全く同じことをさせていると

いうか、していただいているということに

対しての問題があるのかなと思っていま

す。 

そのことをやはりきちんと受け止めた中

で、本来、通年雇用というよりも正規職員

という形で考えなければいけないこともあ

るのかと思いますし、本来やるべき職員が

その分頑張ってもらわなければいけないこ

ともあると思うので、その辺は実態を見

て、改善できるものはしっかり改善したい

と思っております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １３番馬場博美さ

ん。 

○１３番（馬場博美君） それぞれの部局

の要望をきちんと聞いて、先ほどの繰り返

しになりますけれども、職員の適正配置を

していただきたいと思います。 

いずれにしましても、多様化する行政需
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要、複雑化する町民ニーズに対応していく

ために、きちんと職員数を確保していただ

き、住民の要望、苦情、意見をしっかり聞

いて、さらなる住民サービスの向上に向け

て、引き続き職員の最大限の努力をお願い

します。 

一般質問を終わります。 

○議長（大原 昇君） これで、１３番馬

場博美さんの一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は、１１時１０分といたします。 

午前１１時０２分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１１時１０分 再開 

○議長（大原 昇君） 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

通告順により発言を許します。 

６番伊藤伸司さん。 

○６番（伊藤伸司君） 〔登壇〕 それで

は、一般質問させていただきます。 

２点させていただきます。 

１点目、資源ごみ売却の関係について。 

資源ごみ売却に伴う益金の町民への還元

について。 

美幌町では、平成１５年度に美幌町一般

廃棄物処理基本計画を策定後、数回の改訂

を経て、令和４年３月には新たに美幌町一

般廃棄物処理基本計画書を策定し、廃棄物

の抑制、循環型社会形成の推進と適正処理

に努めているところであります。 

しかしながら、美幌町の１人１日当たり

のごみの排出量は、令和２年度では８４１

グラムであり、北海道の目標値である５９

０グラムを４０％ほど上回る数値となって

います。 

また、リサイクル率においては、平成２

４年度の２３％から約１０年間で１７.３％

となり、道の目標値３０％を大幅に下回っ

ております。 

特に、プラスチックごみについては、ま

ち育出前講座、広報紙、パンフレット等を

通じて、知識と理解を深めてもらっている

ところでございますが、町で回収している

容器梱包プラスチック、その他プラスチッ

クごみについては、２６９トンのうち１５

９トンと約６割程度しか資源化できず、１

００トン以上が埋立て処理されている現状

であります。 

このことから、町民のごみに対するさら

なる意識改革を図らなければならないと思

われますが、リサイクル率向上のための今

後の対応策についてお伺いいたします。 

また、現在の資源ごみのリサイクルによ

って生まれた益金につきましては、各自治

会への還元以外は、ごみ処理の経費に充当

しております。 

家庭から出された資源ごみが、再び価値

のあるものとして、持続可能な循環型社会

形成のために、美幌町の次世代を担う子供

たちのために活用することが必要であると

考えますが、町長の考え方をお伺いいたし

ます。 

２点目、農村地域における上水道の現状

について。 

（１）農村地域における飲料水供給対策

について美幌町の農村地域における上水道

給水地域以外の方々の井戸水について、以

前より「汚れている、飲料水としてはどう

なのか」、「飲料用は買ってきている」と

声が聞こえてきます。 

また、「今は、水質や水量も十分である

が、昨年のような干ばつ時は量、質ととも

に低下した」というお話も聞かれておりま

す。 

そこで、美幌町の上水道給水地域以外の

飲料水対策の現状と今後の美幌町としての

考え方をお伺いいたします。 

以上、よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 〔登壇〕 伊藤議

員の御質問に答弁いたします。 

初めに、資源ごみ売却の還元についてで

すが、１点目のリサイクル率向上のための

今後の対応策についてですが、議員御指摘
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のとおり、１人１日当たりのごみの排出量

の増加やリサイクル率の低下は、美幌町に

おける廃棄物行政の重要な課題と認識して

いるところであります。 

要因として、行政の啓発不足により町民

のごみ量抑制や分別の意識の低下が生じた

ものと考えており、対応策としては、これ

までも実施している地域や学校へのまち育

講座の強化、分別辞典の見直しやごみ分別

アプリの普及の推進、リサイクル率の向上

に努めていきたいと考えております。 

また、ごみ収集時や処分場への直接搬入

時における不適正物混入の指導も引き続き

強化していきたいと考えているところであ

ります。 

２点目の資源ごみのリサイクルによって

生まれた益金については、分別の推進に協

力をいただくため、一部を自治会へ還元し

ており、今年度からは、還元対象の品目を

一部見直し、増額しているところでありま

す。 

ごみ処分に係る経費は、施設の改修や機

器の更新、第４期処分場の建設や広域によ

る中間処理施設の実施に向けた費用など、

今後も多額の費用が必要と考えておりま

す。 

一部の自治体では、リサイクルの益金の

一部を活用し、独自の奨学金制度を創設す

るなど、先進的な取組が実施されているこ

とも承知しているところでありますが、美

幌町においては、ごみ処理に係る経費に対

する財源の確保が最重要と考えており、リ

サイクル意識の向上対策を推進しながら、

今後も適切な基金の運用に努めていきたい

と考えております。 

次に、農村地域における上水道の現状に

ついてですが、上水道給水区域外の飲料水

対策の現状と今後につきましては、現在の

普及状況は、人口減少が続く中、令和４年

３月３１日現在、行政区域内人口が１万８,

３４９人に対して給水人口が１万７,５０２

人、水道普及率が９５.４％であり、給水区

域外の人口は８４７人で４.６％となってお

ります。 

給水区域外となっている理由につきまし

ては、既設配水管から遠く離れており、ま

た、住宅が点在しているため、多額の事業

費を必要とするなど、条件が厳しい地域で

あることから、水道事業計画は持っていな

いのが現状であります。 

上水道給水区域以外の飲料水対策の現状

としては、家庭用浄水器を設置する補助制

度を設けており、浄水器利用による井戸水

の衛生確保に努めているところでありま

す。 

飲料水対策は、地域の要望や現状を把握

し、様々な検討が必要と考えますが、今後

はさらなる人口減少に伴う使用料収入の減

少、老朽化の進行による更新費用の負担の

増加、東日本大震災を踏まえた危機管理対

策耐震化など、水道事業を取り巻く環境が

一層厳しくなることが懸念されていること

から、現時点では、給水区域を拡大してい

く予定はありませんので、御理解を賜りま

すようお願いいたします。 

以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） それでは、順次再

質問をさせていただきます。 

プラごみのリサイクル率が６０％となっ

ておりますが、プラごみ回収時に適合しな

い袋にシールを貼って改善を促していたと

思いますが、現状はどう対応しているので

しょうか。 

○議長（大原 昇君） 環境管理課長。 

○環境管理課長（鶴田雅規君） 御答弁い

たします。 

現状におきましても、袋から見える範囲

で不適物が入っている場合については、貼

り紙等をして置いていくという処置を行っ

ているところでございますが、何分一つ一

つ開けてということはもちろんやっていま
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せんので、中に入っている部分につきまし

ては、不適物が混入して収集されてしまう

という事象が起こっている状況でございま

す。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） 今、６０％のリサ

イクル率で、あそこの処理場において、す

ごい人がより分けているという状況にある

と思うのですけれども、その辺が改善、６

０％から向上しないというのは、何か問題

あると思いませんか。 

○議長（大原 昇君） 環境管理課長。 

○環境管理課長（鶴田雅規君） 御答弁い

たします。 

６０％というお話で、質問でもあったの

ですけれども、直近の令和２年末現在で

は、実際その他プラ、同じ２６８トンのう

ち６３トンが埋立て処分ということになっ

ていますので、２３％が埋立てに回ってい

るということで、若干改善はしている状況

かと思われます。 

ただ、そう申しましても、２３％は不適

切なものが入っているということでござい

ますので、実際にごみを出していただく方

に、きちんとまたさらに強い周知をしてや

っていくしか方法はないかなと考えている

ところです。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） 私も去年、おとと

し、妻が入院したときに自分でプラとかそ

ういう分別をした、今も多少はやっている

つもりなのですけれども、やはりプラごみ

の汚れたものを洗ったりなんだり、すごい

手間がかかるというのは、自分で現状では

把握しているつもりです。 

どうにかしてあれを周知徹底して、最近

コロナの影響もあって、巣ごもり需要もあ

りまして、プラごみがもう無茶苦茶という

か、すごい増えているという現状にあると

思うのです。 

だから、埋立処分場がどんどん窮屈にな

ってしまって、次の第４期の計画を前倒し

なければいけないというのも含めて、町民

一人一人がやはり意識を向上させていかな

ければならないのではないかと思っている

次第でございます。 

次に、昨年度の資源ごみの売払いの実績

を教えていただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 環境管理課長。 

○環境管理課長（鶴田雅規君） 資源ごみ

の売払い実績でございます。 

令和３年度の数字で申し上げますが、ま

ず、売払い対象品目としましては、小型家

電、ペットボトル、古衣料、廃食用油、発

泡スチロール、鉄くず、新聞紙、段ボー

ル、雑誌、牛乳パック、一升瓶、ビール

瓶、アルミ缶、スチール缶というものが、

売払い対象となってございます。 

令和３年度実績でございますが、総額で

２，１１０万３,２２７円となってございま

す。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） 先ほどの答弁にあ

りましたけれども、売払い金のうちの自治

会還元というのはどのように行っているの

か。 

また、金額等教えていただきたいと思い

ます。 

○議長（大原 昇君） 環境管理課長。 

○環境管理課長（鶴田雅規君） 先ほど申

し上げました売払い総実績から売払い自治

会還元分としまして、実績で９９万７,９７

０円を自治会へ還元させていただいており

ます。 

令和３年度までの還元方法につきまして

は、資源ごみを収集していただいている委

託業者で、各自治会ごとに収集日が決まっ

ていますので、その収集した重量、それか

ら種別の実績等を拾っていただいていまし

て、それに基づいて売払いした実績を自治

会に還元させていただいております。 
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○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） 令和３年度の２,１

１０万程度、売払い分があって、それから

諸費を引いた後に９９万円を自治会全体に

還元したと。 

それ以外の分というのは、ごみ処理の費

用ということで使っているというのも聞い

ておりますけれども、この比率というのは

何か根拠があるのでしょうか。 

何か計算方法とか。 

○議長（大原 昇君） 環境管理課長。 

○環境管理課長（鶴田雅規君） 自治会還

元金の部分につきましては、各自治会ごと

に集計はしてございますが、還元する品目

と単価というものをそれぞれ設定しまし

て、実際収集した重量に単価を掛けたもの

をお支払いさせていただいている状況でご

ざいます。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） それでは、大まか

であると思うのですけれども、実際に自治

会単位で収集した分をお返ししているとい

うことですね。分かりました。 

それでは、次に、益金をごみ処理費用に

充てるのではなく、分別時に、町民が高い

意識を持って、リサイクル率の向上対策と

して、将来美幌町を担う子供たちのため

に、諸材料費の高騰している給食費や基

金、奨学金に活用するつもりはないのか、

再度お尋ねいたします。 

○議長（大原 昇君） 建設部長。 

○建設部長（那須清二君） ただいまの御

質問でございますが、先ほどの売払い２,１

００万ほどのほかに、ごみ収集に係る特定

財源といたしましてはごみ処理の手数料等

がございますけれども、収集運搬、それか

ら処理場の管理費等には、それ以上の多額

な経費がかかってございます。 

これらは貴重な特定財源というもので、

基本的には本来の事業にまず充てるという

ことが原則となってございます。もし、そ

れを上回った収入があった場合には、違う

使い方というのはできるかと考えてござい

ますけれども、美幌町におきましては、今

後さらに処理の経費等も増嵩するようなこ

とが予想されておりますので、まず、本来

の事業に充当するものと考えております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） その処理費用の増

大にかかるという部分は重々承知をしてい

ますが、先ほども言いましたけれども、美

幌町の将来のために使える、町民がこうい

うふうにして集めて頑張っているのだとい

う思いをリサイクル率の向上対策としても

使っていただきたいなと思います。 

それでは、次に移らせていただきます。 

農村地域の上水道の現状ということで、

先ほど答弁をいただきました。 

美幌町として給水区域の拡大は考えてい

ないということですが、現在上水道を利用

していない、または、できない町民は全体

の４.６％、８４７人ということで答弁をい

ただきましたけれども、井戸水利用、上水

道以外の利用戸数というものは何戸くらい

になるのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（石山隆信君） 御答弁さ

せていただきます。 

利用戸数につきましては、３２２世帯で

ございます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） ３２２世帯という

ことで、以前はまだまだあったと思うので

すけれども、だんだん農村地域に居住する

人が減少して、今の数だとは思います。 

美幌町の水質検査助成要綱を読むと、美

幌町内における水道未普及地域世帯の飲用

水の安全対策として、妊婦及び０歳児在宅
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世帯に対して、水質検査費用を助成するこ

とにより、新生児及び乳児への安全確保を

図り、もって公衆衛生の向上及び生活改善

を図ることを目的とする。 

それには条件と限度がありまして、美幌

町に移住する妊婦及び０歳児在宅世帯で、

井戸水を飲用としているもの。 

それから、給水管から２００メートル以

上離れているものということになっており

ます。 

それには、いずれにしても、１出産に対

し１回を限度とすると。 

ですから、妊婦が乳幼児、未就学児とい

うか小さい子がいなかったら助成も受けら

れないと。 

これは、水質検査のことです。 

それから、飲用水を検査する条件はある

のですけれども、今現在、どれぐらい検査

を行っていたのか。 

それから、不適格なものがどれぐらいあ

ったのかというのを教えていただきたい。 

○議長（大原 昇君） 環境管理課長。 

○環境管理課長（鶴田雅規君） 御答弁申

し上げます。 

水質検査につきましては、平成１５年か

ら直近までで実施が６件となってございま

す。 

そのうち、実際に水質検査の結果が悪く

て浄水器設置までになった方につきまして

は、２件が実績となってございます。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） １０年ぐらいでそ

れぐらいしか適用はなかったということな

のですけれども、これには町として、今ま

でどのような周知、飲用水の在り方、水質

検査について、啓蒙とか、そういうのがあ

ったのか、なかったのか、お伺いします。 

○議長（大原 昇君） 環境管理課長。 

○環境管理課長（鶴田雅規君） 水質検査

等の周知についてでございます。 

実際、過去２年間、最低でも井戸水の水

質検査及び浄水器の補助について、お問合

せ自体もない状況ではございますが、今後

はホームページ等で周知していくことも検

討しているところでございます。 

過去の例につきましては、平成１５年度

に北海道において全道の地下水が硝酸性窒

素等に係る環境基準を満たすことを目標と

しまして、対象期間を１０年として北海道

を中心に取組が行われた経過がございま

す。 

その際に、美幌町としましても、そこか

ら検査費用の助成をするということが始ま

っている経過がございまして、そのときに

は、そういう制度があって助成をしており

ますということは、広報紙にも掲載してい

た経過がございます。 

以上です。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） 多分、僕がちょっ

と聞き及んでいるところによると、平成２

５年度に何か一斉の検査を呼びかけて申し

込んだという話も聞こえております。 

ですから、年々水質というのは変わる部

分があって、地域地域でやはり違うと思う

のです。 

それで、先ほども質問ではありました

が、やはり目に見えない部分というのはあ

って、その人たちはずっと飲んでいるから

飲用している人はわからないのですけれ

ど、ほかの人が飲んだら何か「ん？」と。 

僕も農村地域に行ったときに、やはりお

いしいと感じるときとちょっと「ん？」と

いうのがあって。 

私は、水道水は給水されているので大丈

夫なのですが。 

そういうことで、先ほど言った水質検査

助成の要綱、それから、言いませんでした

が浄水器も同じような条件で助成なり補助

があるということでした。 

もっともっと助成補助の対象が、今の段

階では水質検査に難があって、保健所から
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不適格と言われないと浄水器も助成が受け

られないということですよね。 

ですから、その条件等も撤廃ではないで

すけれど、条件を緩和していただいて、一

律申し込んだ人には２分の１助成とか、そ

ういうものを考えていただけないでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） 環境管理課長。 

○環境管理課長（鶴田雅規君） 浄水器の

助成事業に係ることでお話を申し上げます

と、浄水器の設置購入に係る助成につきま

しては、近隣では網走市、北見市、大空

町、津別町などで実施がされております。 

そこの場所では、美幌町以外では補助率

は約２分の１、あと上限についても２０万

円程度の上限設定がされている状況でござ

います。 

それに対しまして、美幌町におきまして

は、補助率については４分の３、上限を４

５万円と設定してございまして、助成の内

容としましては近隣の自治体よりも条件は

いい状態ではないかと考えているところで

ございます。 

近隣の状況を見ましても、全額助成とい

うことではなく、一定程度の自己負担をし

ていただくことが必要と考えております。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） それであれば、水

質検査に難がなくても助成はいただけるの

でしょうか。 

私の認識としては、何か数値的なものが

駄目でなければ、硝酸体系が駄目でなけれ

ば助成できないと思っていたのですが。 

○議長（大原 昇君） 環境管理課長。 

○環境管理課長（鶴田雅規君） こちらの

制度につきましては、妊婦、それから乳児

に特に影響があると言われております硝酸

態窒素や亜硝酸態窒素の検査に関してとい

う助成でございますので、何でもというわ

けではないです。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） 給水区域の拡大と

いうことが、多分、先輩の議員含めてたく

さんいろいろな質問されて無理だよという

ことで。 

私の地域で何とかならないのかと言われ

て、言われてというのはおかしいのですけ

れども、やはり農村地域は人数が少ないと

言いながらも経費がかかるというのは重々

承知しています。 

でも、その辺も考えていただいて、規制

の緩和、条件の緩和、それから浄水器等も

全額、４分の３でなくてもいいですから少

し考えて２分の１でも、３分の１でも出し

ていただければありがたいなと思いますの

で、考えていただきたいと思いますが、町

長どうでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 普及の給水区域か

ら外れる地域については、答弁したとおり

でありまして、なかなか難しいと。 

今、現実に井戸等を使っているところは

どうなんだという話に対して、いろいろ住

民の方の不安も含めてお話をいただきまし

た。 

それで、担当からいろいろ答弁させてい

ただいた中で、今回こういうお話をいただ

いたときに、私ども内部でもいろいろ話し

た中で、こういう水質検査をする方法があ

るよとか、そういう周知も全くなかなか、

相談をされる事例もないからということ

で、実は相談がないからこちらはしなかっ

たという部分もあるかもしれないです。 

そういう意味では、これからは、一つは

水道を引けていないところについては、こ

ういう水質を検査することができますよと

いうことはしっかり周知する、ＰＲをして

いきたいと思います。 

それで、今の中でいけば、妊婦の方とか

０歳児と、これも対象が限られるというこ

となので、内部ではこの辺もきちんと見直

しをするべきではないかという話をしてお



 

－ 85 － 

ります。 

それから、当時決めた金額で、その検査

費用についても、当時と若干変わっている

というようなこともあって、その金額につ

いてはきちんと見直さなければいけないか

と思っています。 

ちょっと長くなりましたけれども、不安

を持っている方々には、何とか解消する方

法としてそういう検査をしっかり受けられ

る。 

それから、浄水器については、その条件

として悪い方が浄水器を設置するというこ

とは、誰でも希望すればというのは、率を

下げてもなかなかそれは難しいかと思って

います。 

ですから、検査を皆さんが受けていただ

けるようなきちんと条件の緩和とか、それ

から、費用等をきちんと見直してかつその

ことによって、条件が悪い部分、浄水器を

つけてもらうということもしっかりＰＲ

し、少しでも皆さんの不安をなくす努力は

していきたいと思いますので、御理解のほ

どよろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） １つ聞き忘れたと

いうか、言い忘れたのですけれど、美幌町

に保健所があったときは、水質検査に関し

ても容器だとかそういうものをすぐ手配し

ていただいて、気軽にできたのですけれ

ど、今やはり美幌町に保健所はないという

ことで、その辺は町として水質のカップが

あるとか、その容器があるとかというのは

ないと聞きました。 

わざわざ北見市か振興局に取りに行っ

て、水を持って提出すると聞いたのですけ

れども、その辺はどうなのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 環境管理課長。 

○環境管理課長（鶴田雅規君） 議員おっ

しゃるとおり、現在美幌町役場、私ども担

当課のほうでは計量の消耗品等は用意して

ございません。 

保健所のほうに出向いていただいて、容

器を受け取って、申し込んでいただいてと

いう形をとってございます。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） そういう一つ一つ

の細かいところまで手が届くかといったら

難しいのですけれども、そういうことも役

場、水道部なのか環境なのかちょっとわか

らないのですけれども、そちらでお申込み

を仮に受けて、前に進んでいくということ

も考えていただきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

近年、やはり水質はともかく、水量が減

ってきたりなんだりしているのが現実で

す。 

それで、掘削から何十年も経つと、管の

老朽化とか、水道管もそうですけれど、そ

ういうのも含めてやはり量が減ってきたと

かそういうのがあって、掘り直したいと。 

ある程度新規にしたいということに関し

ては、何か美幌町としては助成があるの

か、ないのか。 

どうでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 建設部長。 

○建設部長（那須清二君） ただいまの井

戸の関係でございますけれども、現在美幌

町におきましては、そういった助成等の制

度はない状況でございます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） ちょっと情報を探

したところ、近くでは、条件はもっとある

のかもしれないのですけれども、北見市で

は１００万円を限度に２分の１、それか

ら、厚真町、森町も２分の１、１００万円

ということで。 

もう少し、３０万、５０万というところ

も結構ありますので、何件か多分問合せが

来ているとは思うのですけれども、実際に

問合せて何もない、美幌町は井戸水に関し
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ては何もないよと問われました。 

そういうことも含めて、やっぱり水は生

活の根源ですから、飲み水含めて生活用水

というのは必要だと思うのです。 

その件に関して、今後対応していただけ

るかどうか。 

どうでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 給水区域外の方々

に対して、先ほどその検査の内容も含め、

それから周知も含めて、そして今回井戸を

掘り直したいというか、実際には中の鉄管

だと思うのですけれども、そういった中で

今お話いただいたことも、私どもも担当か

ら聞いております。 

それで、水道がなかなか個別に費用の面

からそこまで行けないということを考えれ

ば、それぞれの個々の方々に対して、今言

ったような井戸を掘る支援とか、このこと

も考えていく必要があると私は認識してお

ります。 

そういうことで、今日お話ししたことに

ついてきちんと整理した中で、町としてど

ういう形ができるか、今後皆様に示してい

きたいと思っておりますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） 町長からそういう

お話をいただいたのですけれども、今現

在、井戸の掘削をするのに新規に掘る場

合、メーター数にもよるのでしょうけれど

も、約３００万ぐらいかかる。 

それも水が出るか、出ないかにかかわら

ずかかるので、掘削業者ももう大分以前か

ら見たら減少していると。 

もう北見市に何件もない、北見市という

かオホーツクに何件もいないということな

ので、今すぐ困っているというのもないの

ですけれども、そういうことも含めて美幌

町はなぜないのかというのも含めて考えて

いただきたいと思います。 

それでは、一般質問を終わらせていただ

きます。 

○議長（大原 昇君） これで、６番伊藤

伸司さんの一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は、１３時といたします。 

午前１１時４７分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 １時００分 再開 

○議長（大原 昇君）  

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

通告順により発言を許します。 

７番坂田美栄子さん。 

○７番（坂田美栄子君） 〔登壇〕 私

は、３点通告してありますので、説明をし

ながら答弁いただきたいと思います。 

まず１点目、庁舎のバリアフリー化につ

いて。 

正面玄関の段差解消についてです。 

駐車場の整備も完了いたしまして、所用

で久々に正面玄関から庁舎の出入りをして

みました。 

ちょっとした段差があり、車椅子では乗

り越えることができず、後ろから押しても

らっても、なかなか前に進めない状態でし

た。 

また、これまで地下の入り口には、車椅

子でも出入りすることができるよう、スロ

ープが設置されておりましたが、今は撤去

されて車椅子の方が自力で出入りすること

ができない状況になっています。 

高齢者や障がい者だけでなく、全ての人

が何の支障もなく利用できる庁舎であるべ

きと考えますが、対応策についてお伺いい

たします。 

２点目です。 

福祉行政について。 

児童虐待の対応についてです。 

昨年度末に、警察庁から「少年非行、児

童虐待及び子供の性被害の状況（令和３年

度）」に関する調査報告が公表されました

が、児童虐待の件数は一度も減少すること
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なく、毎年、過去最高を更新し続けていま

す。 

児童虐待というと身体的虐待が１番多い

と考えられていましたが、実際には心理的

虐待の事例が増えてきています。 

児童虐待は、子供の身体的・知的・心理

的発達に長期の影響を及ぼすため、早期発

見・早期対応が鍵となります。 

現代社会では、家族以外の大人が子供の

様子や変化に気づくことができる機会が多

いのは、保育所や幼稚園、学校であると考

えられますが、本町における現状と課題に

ついてお示しください。 

３点目は、教育行政についてです。 

障がいのある子の読書習慣づくりについ

てです。 

子供時代の読書は、言葉を学び、創造力

を豊かなものにし、読書の楽しさを知ると

ともに、人生をより深く生きる力を身につ

けていく上で、欠くことのできないもので

す。 

美幌町ではブックスタートを実施し、乳

幼児からの読書活動に力を入れています

が、知識基盤社会の到来や経済格差の拡

大、グローバル化の進展など、子供たちを

取り巻く環境は大きく変化しています。 

障がいの有無にかかわらず、全ての子供

たちがこれからの社会を生き抜くために、

知識の集積だけでなく、判断力や表現力の

習得も重要であり、読書は非常に有効な手

段であることから、全ての子供たちが読書

を楽しめるように、読書のバリアフリー化

が求められています。 

児童生徒が読書習慣を身につけるための

取組として、目に触れる場所に図書を配置

したり、イベントを企画するなどの工夫を

凝らしているところもありますが、障がい

のある子を含めた今後の対応について、町

の考え方をお示しください。 

以上３点、よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 〔登壇〕 坂田議

員の御質問に答弁いたします。 

なお、教育行政については、教育長から

答弁いたします。 

庁舎のバリアフリー化について。 

庁舎駐車場整備工事につきましては、６

月２４日に南側駐車場の舗装工事がおおむ

ね完了し、間もなく３年にわたる新庁舎に

係る全ての工事が終了する運びとなりま

す。 

新庁舎のバリアフリー化は、美幌町新庁

舎建設基本構想において、人と未来をつな

ぐ空間をコンセプトに、ユニバーサルデザ

イン、バリアフリー機能を持たせ、高齢

者、障がい者、子育て世代など個人差に配

慮し、移動しやすく、わかりやすい庁舎の

整備に努めてまいりました。 

車椅子使用者への配慮につきましては、

庁舎駐車場など多くの方が利用する場合に

は、駐車場と建物出入口までの通路を確保

することが義務づけられていることから、

乗降時や移動時の安全に配慮して、車両の

通行がなく、建物に１番近い位置に車椅子

専用駐車場を整備いたしたところでありま

す。 

また、役場庁舎東側工事の完了に伴い、

しゃきっとプラザ側の車椅子専用駐車場側

からの動線が確保されたことから、駐車場

内に設置しておりました仮設スロープを撤

去し、車椅子専用駐車場を御利用いただく

ことにしたものであります。 

正面玄関につきましては、思いやり駐車

場を含め、南側駐車場を御利用の皆様の動

線を念頭に歩道を切下げいたしましたが、

歩行者と車両との動線を分けていることに

よって、僅かな段差が生じている現状にあ

ります。 

このため、段差緩衝材を設置する対策を

講じ、利用される皆様の安全に配慮した環

境を整えてまいります。 

駐車場の完成により、運用が本格化して

いく中で、利用者の状況を踏まえ、今後も

利用される方の視点に立って、わかりやす
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く快適に御利用いただける庁舎となるよ

う、必要に応じ対応してまいりますので、

御理解を賜りますようお願いいたします。 

次に、福祉行政について。 

児童虐待の対応策についてですが、児童

虐待は養育者が理由に関わらず、身体的な

暴力、威圧的な言葉などによって、子供の

心身を傷つける行為であり、身体的虐待、

心理的虐待、性的虐待、ネグレクト（養育

の放棄・怠慢）の四つに分類されますが、

御質問にもあるとおり、心理的虐待に関す

る相談が本町にも寄せられている現状にあ

ります。 

心理的虐待が起こる主な要因としては、

言葉による脅し、無視、兄弟間での差別的

扱い、子供の目の前で家族に対して暴力を

振るう面前ＤＶ（ドメスティック・バイオ

レンス）などが挙げられます。 

心理的虐待のみならず、児童虐待全般の

対応策としては、早期発見、早期対応が重

要となりますが、本町の取組内容として、

虐待の通告や保育園、学校等でその疑いの

情報をつかんだときは、連携して迅速に対

応できるよう各関係機関の担当者で構成す

る美幌町要保護児童対策地域協議会の個別

ケース会議を開催し、各関係機関が持つ情

報交換や今後の支援方策を協議、検討を行

い、会議での検討結果、関係機関による保

護者との面談、ケース内容によっては、児

童相談所へ一時保護を行うなどの措置をと

っております。 

また、個別ケース会議では通告時のみな

らず、その後の経過の状況に応じて対応を

協議するなど、児童の安全確保を図ってい

るところであります。 

児童虐待を発生させないためには、未然

防止の取組が重要であることから、各部局

間での連携を図り、民生委員児童委員をは

じめ、地域住民の方々や関係機関の協力を

いただきながら、児童虐待の発生予防、早

期発見に努め、児童の安全確保を第１に迅

速かつ的確な対応を行ってまいりますの

で、御理解をお願いいたします。 

以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 〔登壇〕 坂田

議員の御質問にお答えいたします。 

読書は、読解力や想像力、表現力を育て

る力を持ち、１冊の本の出会いから、子供

たちの生きる力が育まれていくとされてお

ります。 

本町では、平成１８年度より美幌町子ど

もの読書活動推進計画を策定し、家庭・地

域・学校などが連携して、子供たちの読書

活動の推進に取り組んでいるところであり

ます。 

御質問の障がいのある子を含めた今後の

対応についてでありますが、現在も家庭・

幼児機関・学校・児童機関・図書館がそれ

ぞれの活動の中で取り組んでいる状況にあ

ります。 

今後の推進に向けては、家庭では家読を

視野に入れた読み聞かせ活動の積極的な周

知を行い、幼児機関や学校では、町内ボラ

ンティアグループによる読み聞かせ活動を

行うほか、学校では、朝自習時における読

書活動推進に加え、小学校の特別支援学級

では、在籍児童に対して個に応じた本の提

供を行い、児童機関や図書館では、本に親

しむ機会をつくるなど既存事業の充実を含

め、読書習慣を身につける取組を継続いた

しますが、子供たちが本に触れ合い、本を

身近に感じ、本を好きになることが何より

も大切であると考えております。 

このため、今後とも障がいの有無を問わ

ず、乳児期から幼児期、少年期へと切れ目

のない子供たちの読書習慣を形成できるよ

う、引き続き関係機関の連携と創意工夫に

より、図書館司書を中心に読書の大切さを

広く伝え、本を好きになる子供が１人でも

多く増えるよう取り組んでまいりますの

で、御理解のほどよろしくお願いいたしま

す。 
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以上、お答え申し上げました。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ７番坂田美栄子さ

ん。 

○７番（坂田美栄子君） それでは、庁舎

のバリアフリー化についてから、再度質問

させていただきます。 

答弁いただきましたように、新庁舎のバ

リアフリー化。 

個人差に配慮しながら、移動しやすくわ

かりやすい庁舎の整備となっています。 

車両の通行がなく、建物に１番近い位置

に駐車場を整備したことも理解していると

ころです。 

正面のグリーンゾーンで彩られているこ

とも理解できますが、そこから正面に入ろ

うとすると、先ほど言いましたように段差

があり、当然、自力では上ることはできま

せんし、付添いの方が年齢または体力によ

って上ることが困難な状況が確認されてお

ります。 

車から降りて、正面から入りたいとの思

いは理解されると思いますが、ちょっとし

た段差であっても力が十分発揮できない人

たちにとっては、とても大変なことだと思

います。 

先ほどの答弁の中で、段差緩衝材を設置

するとのことでありますので、早急に対応

すべきだと考えております。 

もう一つですが、しゃきっとプラザ側の

車椅子専用駐車場側からの動線が確保され

たという答弁をいただきましたが、これは

どういうことなのか理解ができません。 

しゃきっとから庁舎に用があって行こう

としても、車椅子で行くことは不可能にな

りました。 

どちらかの玄関からも出入り可能にする

のが当然でないかと思いますが、必ず正面

玄関から出入りしてくださいということな

のでしょうか。 

先ほどの答弁に、ユニバーサルデザイ

ン、バリアフリー化機能を持たせた高齢

者、障がい者、子育て世代など、個人差に

配慮した整備とは言えないような気がいた

しますが、具体的な説明をいただきたいと

思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 御答弁を申し

上げます。 

大きく２点、お尋ねかと思います。 

まず１点目の正面玄関の段差。 

こちらは、議員から御質問をいただい

て、私も実際に自分で車椅子を使用して通

行してみましたが、やはりあの段差は自分

で到底上がれないということもわかりまし

たし、介助があったとしてもスロープにか

なり急勾配がありますので、そういう意味

ではちょっと望ましい状況ではないと受け

止めてございます。 

答弁書で記載させていただいております

が、段差の緩衝材、これはゴム製の緩衝材

があるということがわかりましたので、実

は発注しておりまして、近々納品されます

ので、こちらについても早急に環境を整え

ていきたいと思っておりますので、よろし

くお願いいたします。 

それから、２点目のお尋ねです。 

庁舎東側の玄関、しゃきプラとの連絡の

玄関でありますけれども、こちらは議員か

ら御指摘ございましたが、しゃきっとプラ

ザの玄関左側でしょうか。 

車椅子駐車場が３台分あります。 

そこからちょっとぐるっと回ることにな

りますけれども、ずっと道なりに来ると庁

舎の東側の玄関に来るということで、そち

らを通行していただいて、庁舎に出入りを

いただきたいということで考えてございま

す。 

その理由なのですが、例えば出たところ

からそのままスロープを設置すれば、確か

に出入りはしやすくなるのですけれども、

しゃきっとプラザの駐車場を利用されてい

る方が車を移動しておりますので、通行が

あるということで、十分な安全を確保でき
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ないのではないかと、そのような考えで今

現在はしゃきっとプラザの車椅子の駐車場

側から歩道を回って出入りしていただきた

いと、そのような考え方を持っているとこ

ろでございます。 

以上、御答弁申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ７番坂田美栄子さ

ん。 

○７番（坂田美栄子君） 正面玄関のほう

については、早急に対応している状態とい

うことなので、それについては理解をいた

しました。 

ただ、しゃきっとプラザ側からの入り

口、出入口です。 

そこのところ、今、答弁いただいたので

すけれど、あそこから東側のほうに行っ

て、ぐるっと回ってというのは車椅子の人

たち、それから、つえをついて歩く人たち

にとっては非常に遠回りで、私も歩いてみ

ました。 

これではなかなか難しいなということ

と、それから、歩けない人にとってはまた

車に乗って移動するということも考えられ

るわけですから、そうなってくるとまた大

変な状況かと思うのです。 

それで、前に置いてあったスロープがあ

ると、あそこの前に多分前回私が見た事が

あるのは、あそこの前のところに駐車をし

て、そこから車椅子に乗った人を降ろし

て、そこからは自分で行けますという話だ

ったのです。 

それで、ここからなら入り口が近いし、

入り口からエレベーターのところもすぐそ

ばなので、お手伝いをしてもらわなくても

いけますという障がいを持たれた方、車椅

子を利用された方がそういう話をされてい

たのです。 

それで、今回そのスロープがなくなった

ために、ぐるーっと１回りしないといけな

いのですかという話もありました。 

それであれば、やはりあそこのところか

らも出入りできるような環境をつくってや

ることが、ユニバーサルデザインの機能を

持たせた庁舎ということにはならないのか

なという思いなのです。 

確かに、車の出入りのことを考えて、そ

ういう考えのもとで整備されたのだとは思

うのですけれど、利用者の人たちの考え方

というのはまたそれとは違って、自分たち

はやはり少しでも近いところから出入りを

したいという思いがあって、そういう意見

が出てきたのではないかなと思うので、そ

こら辺のことも十分考えた上で対処できる

のかどうか。 

その辺のところ、答弁ができるものであ

れば、答弁していただきたいと思います

が、いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、お話いただい

た動線をどうするかということで、私は安

全確保と距離をどうするかという考えでし

た。 

ただ、坂田議員からそれだけではなく

て、駐車場に入ってきて、しゃきっとでは

なくて庁舎に東側から入りたいという場合

は、車道で降ろしてそこからわざわざまた

戻って、その動線を通るのですかというこ

とでいけば私もそれは納得できます。 

何かいい方法を検討していきたいと思い

ます。 

私どもの考えた動線と現実に使われる方

も、前に使っていたスロープを使ってとい

う使い方があることも認識いたしましたの

で、検討させていただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ７番坂田美栄子さ

ん。 

○７番（坂田美栄子君） やはり私たちは

元気なので、どこからでも出入りはできる

のですけれど、障がいを持った人や車椅子

の人たちというのは、できるだけ距離は短

くとりたいというのが基本的な考え方なの

だと思います。 

そこら辺のことを今、配慮して検討して
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いただくということなので、ぜひお願いし

たいと思います。 

このバリアフリー化については、これで

終わります。 

次、児童虐待のことについて、再度質問

をさせていただきます。 

答弁にありましたように、美幌町は関係

機関と連携をしながら取り組まれていると

いうことは、十分理解をしているところで

す。 

しかし、虐待は関係機関だけの調査で

は、なかなか見つけることは困難です。 

そのためには、近隣の住民の人たちや親

類からなどの情報も必要となってくるので

はないかと思います。 

児童虐待が起こった原因の多くは、しつ

けのつもりでやったという理由が挙げられ

ていますが、２０１９年６月に児童福祉法

が改正されて、親権者などは児童のしつけ

に際して、体罰を加えてはならないと法定

化されていますが、体罰禁止に関する考え

方など、正しい知識が不足している人が多

いと思います。 

児童虐待に関する普及啓発活動が必要と

考えますが、いかがお考えでしょうか。 

また、社会全体で子育てについて考えて

もらうためには、例えば、広報びほろです

とか、ポスター、パンフレット、リーフレ

ットなどによる広報活動が必要ではない

か。 

その中に正しい情報を提供することが大

切なことではないかと思いますが、いかが

でしょうか。 

○議長（大原 昇君） 福祉部長。 

○福祉部長（河端 勲君） ただいまの御

質問でございます。 

議員おっしゃるとおり、近年の児童虐

待、非常に心理的虐待というものが増えて

おりまして、ウエイトでいけば半数以上の

パーセンテージで虐待というものが起こっ

ています。 

ほかの身体的虐待、性的虐待等々もそう

なのですけれども、議員おっしゃるとお

り、虐待に関しましては、早期発見、早期

対応というのが何よりも重要だと認識して

いるところでございます。 

一方、虐待を行っている親としても、そ

の認識がなくて知らないでやっているとい

う状況もあると統計上では表現をされてお

ります。 

その中で、議員おっしゃるとおり、正し

い情報といいますか、どういったものが虐

待となって、正しい子育てなどについては

こういうものだという正しい知識の普及啓

発は、十分必要だと感じておりますので、

何かしらの機会があるごとに周知するとと

もに、町の媒体を通してでも皆様にお知ら

せしたいと考えているところでございま

す。 

また、それとは別に、通常保育等を行っ

ている中で、異変等に気づいた場合につき

ましては、保育士、または保健師、それに

加えて児童担当の事務職員も加えた上で、

家庭訪問ですとか観察を。 

また、民生児童委員の皆さんによる見守

り、地域住民の皆様からの通報等をいただ

いた上で、各関係機関が協働した中で、地

域全体で支える体制づくりというものを構

築していきたいと考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ７番坂田美栄子さ

ん。 

○７番（坂田美栄子君） この虐待という

のは、子供からＳＯＳが出されている。 

また、親のＳＯＳであるとも考えられま

す。 

虐待している人自身もいろいろな問題を

抱えていて、自分で解決することが非常に

難しい状況にあるとも言われております。 

児童虐待の多くは乳児や幼児に起こるこ

とから、先ほど部長が言われているよう

に、家庭訪問も含めて子育て中の人への支

援サービスということが非常に大事になっ

てくるかなと思われます。 
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特に、今は子供がいる家庭が、どこにそ

ういう同じぐらいの年齢の子供たちがいる

かという状況も全く分からない中で、相談

する人にもなかなか恵まれない。 

それから、昔は自分の親たち、それから

近所のじいちゃん、ばあちゃんたちが子供

を見てくれながら、こういうことをしたほ

うがいいよというアドバイス、それから、

いろいろなことで助けてもらえる状況があ

ったのですが、今はそれもなくなってきて

いる状況です。 

やはりそういう人たちをいかに助けてあ

げるか、支援してあげるかということが大

事なことかなと思います。 

例えば、美幌町でも取り組まれていると

は思うのですが、妊婦期から出産にかけて

支援していく育児支援ヘルパーの派遣事

業、子育てアドバイス派遣事業、それか

ら、子育て中の親子が集う提供支援として

の子育て広場事業、また、関係機関からの

通告制の整備などが挙げられております。 

やはり相談したくても、近所の人たちが

見て、それを通告しようとしても、なかな

かそれを受入れてもらえない状況というの

もあるのだと思います。 

だから、そういうことは一つ一つきちん

と対応できるようにしていく必要があるの

ではないかと思います。 

やはり少子化の時代で、今は子供たちが

安心・安全に育っていける美幌の環境づく

りというのが、非常に重要になってくるの

かなと思います。 

そういうところで、これから町としてど

んな事業ができるのかということも含め

て、今後の取組、具体的なものができる、

できないを含めて、もし答えてもらえるも

のがあるのでしたら、お答えいただきたい

と思います。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） ただいま

の妊娠期からの対応でございますが、まず

現状をお話しさせていただきますと、妊娠

届。 

こちらは年間９０弱あるのですが、よく

今報道等でいろいろ問題視されている特定

妊婦になるかどうかということについて、

妊娠届出の時点で保健師がアンケートを実

施しております。 

参考までに、令和２年度でございます

が、８８人の届出の中で３０名が特定妊婦

に該当するということで、実に３４％が特

定妊婦に該当します。 

その後、保健師としての対応は新生児訪

問。 

こちらも出産された後１か月以内に、全

家庭に保健師が訪問するのですが、そこで

もケアをしっかりさせていただき、その後

４か月健診でアンケートを再度実施しまし

て、スクリーニングということで一覧表に

落とすと。 

先ほど、令和２年度で３４％というお話

させていただきましたが、４か月健診のと

きには４３％の方が非常に何らかの育児に

不安を持っているという状況でありますの

で、美幌町においては令和２年の１０月に

開設しましたはぐのんの。 

こちらは、妊娠期から子育て期、１８歳

未満、こちらの部分のいろいろなニーズに

対応するように、きめ細やかに、ほかの部

局含めて連携をとっているという状況でご

ざいますので、まずは妊娠期から子育て期

については、保健師もしくははぐのんのを

活用して、一時預かりだとかの実施をして

いる状況でございます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ７番坂田美栄子さ

ん。 

○７番（坂田美栄子君） 乳児期、それか

ら幼児期については、そういう取組もされ

ているということなので、少し安心はいた

しましたが、虐待は子供の心身にどんな影

響を与えているかということは、言うまで

もなく皆さんも御承知のこととは思います

が、脳に大ダメージを受けます。 
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虐待を受けた子は、情緒不安定、感情コ

ントロールの不調整、強い攻撃性、自己肯

定感の低さ、愛情障がいを持った傾向があ

ることが知られています。 

そんな虐待を受けている子供や支援を必

要としている家庭をできるだけ早期に発見

するために、子供を守る地域の人たちとの

ネットワークも大事にしていきたいという

思いがあります。 

虐待であるかどうかは、その行為を保護

者の考え方や意図ではなく、子供側に立っ

て、子供自身が苦痛と感じているかどうか

で判断しなければならないと思います。 

親が幾ら一生懸命であっても、その子が

かわいいと思っていても、子供にとって

は、有害な行為であれば虐待となります。 

年齢によっては判断しづらいとは思われ

ますが、近年、自治体によっては子供虐待

防止対策のために、子供の虐待の捉え方、

子供虐待の定義、児童虐待防止法、相談体

制などというような、具体的な内容をハン

ドブックとして作成し、子育て中の各家庭

に配布しているところも増えてきている状

況にはあります。 

町として、このような取組を今後できる

かどうか。 

もし考え方があれば、お聞かせいただき

たいと思います。 

○議長（大原 昇君） 福祉部長。 

○福祉部長（河端 勲君） ただいまハン

ドブックのお話をいただきました。 

そういうものがあれば、町民の皆さんも

それを見て、より深く理解をしていただけ

るものだと考えます。 

ただ、その内容等々についての検討も必

要ですので、ちょっと今すぐにというよう

なお答えはできませんけれども、冊子のボ

リューム等にもよるのですが、どういうも

のが１番効果的で、あまり厚くても読まれ

ないということもありますので、町民の皆

様にとって１番わかりやすい周知方法につ

いて、どのようなものがあるのか内部で検

討していきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ７番坂田美栄子さ

ん。 

○７番（坂田美栄子君） 今、部長が答弁

されたように、余り厚くても、多分見てい

ただけないというのがあるので、ぱっと見

たらすぐわかりやすい具体的な内容が書か

れていて、そういうものがあれば、きっと

お母さんたちも安心して、もし困ったとき

はどこに連絡をする、どこに相談するとい

うこともできると思うのです。 

今はそういうものが手元にないために、

誰に相談したらいいかということも含めて

わかっていない状況なのかなと思いますの

で、ぜひそういうことについては、今後検

討していただきたいと思います。 

それから、近年は心理的虐待は５９.

２％。 

これは、全国的に大幅に増えているとい

うことです。 

ただ、激しい家庭内暴力ということは、

通報されやすいということなので、心理的

虐待に少しずつ移行してきているというの

が現実の話かなと思っています。これは幼

児だけでなくて、例えば、学校関係にも大

きく影響することが出てきていると思うの

です。 

それで、もう何か月も前になるかもしれ

ませんが、子供がＳＯＳを発信して先生に

伝えてもなかなか対応してもらえなくて、

最終的に命を落としてしまったという例も

あります。 

やはり虐待というのは、どこで起きてい

るかというのはなかなか把握しづらい。 

それと、子供たちはある程度大きくなる

と、恥ずかしくて言えない。 

我慢して、我慢して、やっと言ったとき

には対応してもらえないということが、今

までの例としてありますので、そういうこ

とも学校の中できちんと対応できる状況を

つくっていただきたいなと思います。 
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それで、虐待に対しては社会的関心が高

まってきておりますし、学校や教職員に期

待される役割というのは、非常に大きくな

っているのではないかなと思います。 

現代社会では、家族以外の大人が子供の

様子や変化に気づく場が学校しかないとい

うのが現実の話なのです。 

それで、やはり先ほども申し上げました

が、虐待は子供の身体的、知的、心理的発

達に長期の影響を及ぼすために、早期発

見、早期対応が鍵となります。 

養育する親であったり、最近は祖父母で

あったり、そういうところで状況も変わっ

てきているというのもありますので、ＳＯ

Ｓをしっかり受け止められる、そういう学

校でありたいなと思っておりますので、例

えば、そういう虐待に関する研修だとか、

全校、全体が児童虐待に敏感になって、複

数の相談窓口を設置したり、地域住民への

啓発などをしながら、今後ますます求めら

れていくこういう活動に、町としてはどの

ような方向で進んでいくのかという期待は

あります。 

もし、考え方があればお聞かせいただき

たいと思います。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 学校の事例でご

ざいますが、学校では日々、教職員が子供

たちに目配り、気配りしているところでご

ざいます。 

また、そのような中で、少しでも異変が

あったら、これは担任だけで抱え込まない

で、学校全体としてしっかり対応するとい

うことでやっている状況でございます。 

また、保護者を呼んで、保護者にお話し

している中で、お話にもありましたように

保護者の方々はかなり悩みを抱えていると

いう事例もあります。 

その中で相談を受けたり、キャッチボー

ルしている中で、大分気持ちが楽になった

という報告を受けております。 

また、町としての取組につきましては、

先ほど福祉部長からもありましたように、

地域全体で取り組むだとか、周知の方法、

これに尽きるのかなと思っております。 

現在も要保護児童対策地域協議会という

のがございます。 

これは教育委員会そして町長部局、関係

機関が入っておりますので、そことしっか

り連携をとりながら、取り進めてまいりた

いと思っていますので、よろしくお願いし

ます。 

○議長（大原 昇君） ７番坂田美栄子さ

ん。 

○７番（坂田美栄子君） 幼児にしても、

それから児童にしても、やはり美幌町で育

つ子供たちにとっては、本当に安心で安全

な子育ての町というイメージで取り組んで

いただきたいと思います。 

以上で、虐待については質問を終わりま

す。 

次に、障がいのある子の読書習慣づくり

です。 

先ほど、答弁いただきました。 

障がいのある子を含めた読書活動に取り

組まれているのは、十分承知はしていま

す。 

では、障がいのある子たちが、興味関心

を持てるような読書環境になっているかと

いうことが、まず１つ目です。 

学校図書館、それから公立図書館につい

ても、施設のバリアフリー化はどうなって

いるか。 

また、視覚、聴覚、知的、肢体不自由な

どの障がいの種類によって、また、程度に

よって支援の仕方が違ってきます。 

用途に応じた読書環境、活動支援ができ

る環境になっているでしょうか。 

三つ目に、障がいのある子供たちにとっ

ては、身近な図書館におけるサービスが特

に大切であります。 

支援活動が求められていますが、現在の

状況はどうなっているのか、お知らせいた

だきたいと思います。 
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○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 読書環境の関係

でございますが、１回目でもお答え申し上

げましたが、やはり読書は読解力、想像

力、表現力を育てる力があるということで

ございます。 

これは、障がいのあるなしにかかわら

ず、幼児期や学齢期に向けて、読書経験で

いけば非常に大きいということで、町にお

いても積極的に取り組んでいるところでご

ざいます。 

また、読書環境が整っているかというこ

とでございますが、ハード的な部分で言い

ますと、美幌町図書館、バリアフリーの構

造にはなっていないという状況にございま

す。 

これは、先般策定いたしました基本構想

の中、さらには町民アンケートの中からも

非常に大きな指摘を受けておりますので、

今後整備する中では、この辺はしっかり念

頭に置いた整備をしていきたいと思ってお

ります。 

また、学校で言いますと、特別支援学級

でも読書活動をやっているところでござい

ます。 

これにつきましても、図書館に来てもら

う場合もありますけれども、多くは学習し

ている各学級に出向いて、そこで読書活動

を行っているという状況でございます。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ７番坂田美栄子さ

ん。 

○７番（坂田美栄子君） 障がいがある子

も、ない子も平等に図書が読めるようにな

る環境というのが大事なことですが、もう

一つ大事なことは、障がいの種類によっ

て、また、程度に応じた図書の整備、読書

スペースの充実などの環境整備が求められ

ています。 

例えば、録音、点字図書、大活字本につ

いても、他の図書館と同様に、迅速に所蔵

館情報を提供できるようになっているかど

うか。 

また、対面朗読、手話通訳による読み聞

かせなど、実施できているかどうか。 

手話ボランティアの連携、協力などで、

障がいのある子にも対応できる体制の整備

が必要とされています。 

障がいの種類にかかわらず、全ての子供

たちが楽しむことができるような布の絵

本、触る絵本なども整備されているでしょ

うか。 

いずれの場合にしても、子供たちが本を

読みたいと感じられる環境を整備していか

なければなりませんが、そのことについ

て、今後の取組としてどのようなことが考

えられるのかお聞かせいただきたいと思い

ます。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 読書活動の充実

につきましては、先ほど答弁させていただ

いたところでございますが、現実問題、障

がいの程度が重い子供さんたちもいるとい

うのも実情です。 

また、障がいの区分、知的だとか、肢

体、様々な状況がございます。 

そういった状況の中で、どう寄り添って

いけるか、どう対応していけるかというこ

とに尽きるのかなと思っております。 

また、最近読書バリアフリー法という法

も整備されてきておりますので、読書ボラ

ンティアの方々にお願いする、さらには、

学校現場でありましたら、学校教育運営協

議会、三つの教育応援団、こういった方々

のお力もお借りしながら、一歩でも二歩で

も前に進んでいけるよう実施していきたい

と思っていますので、よろしくお願いしま

す。 

○議長（大原 昇君） ７番坂田美栄子さ

ん。 

○７番（坂田美栄子君） なぜ、こんな話

を出してきたかというと、今、何らかの障

がいを持たれている子がかなり増えてきて

おりますよね。 
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美幌も少ない教室の中に、最低でも２

人、３人という形で、障がいの子供たちが

います。 

その障がいの種類によって、読書に対応

できる子、また、対応できない子、そうい

ういろいろな子たちがクラスの中に存在し

ているわけです。 

そういう子供たちがみんなと同じく本を

読んだり、いろいろなことができる状況を

やはりつくってやるべきではないかなと思

って、今回質問させていただいておりま

す。 

また、ある自治体では学校の取組とし

て、障がいのある子が廊下や教室に入る前

に、その障がいの年齢に応じた図書を目に

つきやすい場所に陳列したり、朝読書から

読書習慣へ導いているところが、今は増え

てきている状況にあります。 

図書館運営については、学校長は、学校

図書館の館長としての役割を担っていま

す。 

そういう意味では、校長のリーダーシッ

プのもとで、計画的、組織的に学校図書館

を運営することが望ましいと考えておりま

すし、それができるのも校長のリーダーシ

ップではないかなと考えます。 

何らかの障がいを持たれている子供たち

のために、子供たちは本を読むことによっ

て、先ほど教育長が答弁されたように、読

解力や想像力、表現力を育てる力を持ち、

１冊の本の出会いから子供たちの生きる

力、これが強調したいところなのです。 

この生きる力が育まれていると答弁され

ておりますよね。 

障がいのある子も将来の夢を実現でき

る。 

また、大空を羽ばたけるようなしっかり

した環境を整備するだけでなくて、しっか

りとした支援体制も必要ではないかと思い

ます。 

子供たちは１日１日成長しています。 

待ったなしです。 

できることから、即対応すべきだと思い

ますが、考え方をお聞かせいただきたいと

思います。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 学校図書館関係

でございますけれども、今の学習指導要

領、こちらの中では言語活動の充実という

のが非常に大きな柱になっているところで

ございます。 

この言語活動の充実ということは、やは

り言葉の力を育てる、その言語に関する能

力を学習活動の基盤となることだというこ

とで、これは障がいがある子もない子も同

じく重要視しているところでございます。 

そのようなことから、近年、本町でいき

ますと、学校図書館に巡回司書を配置させ

ていただいておりますし、各学校長におい

ても、学校図書館の活用というのは非常に

重要視しています。 

調べ学習をするだとかについても、なか

なか現状では対応できていない部分もあり

ますが、こちらはハード、ソフトともに一

歩でも二歩でも進めていきたいと思ってお

ります。 

どうぞよろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ７番坂田美栄子さ

ん。 

○７番（坂田美栄子君） 即できるところ

から対応していただけるということと、そ

れから最近、図書の充実ということで、い

ろいろな団体の方から御寄附をいただいて

おりますよね。 

だから、そういう図書館充実のために、

当然、障がいを持っていない子も、持って

いる子もそうですが、やはり障がいを持っ

ている子はどちらかというと歩合が低いの

で、そういうところにも力を入れて、充実

をさせていただきたいという思いを伝え

て、質問を終わります。 

○議長（大原 昇君） これで、７番坂田

美栄子さんの一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 
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再開は１４時といたします。 

午後１時５１分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後２時００分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

通告順により発言を許します。 

８番岡本美代子さん。 

○８番（岡本美代子君） 〔登壇〕 私

は、さきに通告しております３項目につい

て質問いたします。 

まず１点目。 

峠の湯びほろについてです。 

峠の湯びほろの安全対策について。 

平成８年に開設された峠の湯びほろは、

町内唯一の温泉施設として、コロナ禍にお

いても町民の憩いの場、健康づくりの場と

なっています。 

令和４年からはバスが運行されたり、障

がい者用のリフトが設置されるなど、多く

の方に利用していただけるように考えられ

ていますが、建築後２０数年が経過し、利

用される方も年齢を重ねて足腰が弱り、浴

場の中の移動に不安があると聞いておりま

す。 

衛生面からマットを設置できないのであ

れば、手すり等を増やすなど、考えをお聞

かせください。 

また、山水や北天の丘など近隣の温泉施

設では、洗い場に仕切り板等を設置するな

どして、隣の人にシャワーがかからないよ

うに配慮していますが、峠の湯びほろでも

設置することはできないか、考えをお聞か

せください。 

２点目は、保健行政についてです。 

不妊治療への支援について。 

不妊治療への保険適用が令和４年４月か

ら拡大され、国は経済的な負担軽減のた

め、人工授精や体外受精などを保険適用対

象としました。 

このことは大変喜ばしく、長い歴史の中

で、私は画期的なことと受け止めていま

す。 

しかし、保険適用となっても基本的には

高額な治療であり、北斗市は公的医療保険

に上乗せして自己負担分を全額助成し、札

幌市などの遠隔地の医療機関で治療を受け

る場合には、交通費や宿泊費も助成してい

ます。 

美幌町ではどのようなことを検討されて

いるのか、考えがあればお聞かせくださ

い。 

３点目は、衛生行政についてです。 

合同納骨塚の墓誌についてです。 

平成２９年、町民の方の御寄贈により、

美幌町は合同納骨塚を設置しました。 

町民からは、合同納骨塚に納骨したこと

により、心の底から安心したとの声が届い

ています。 

近隣の市では、納骨塚に故人の氏名を表

示する墓誌が設置され、希望者も多く、増

設も検討されているとのことです。 

令和３年にも一般質問をしていますが、

町でも墓誌の設置を検討され、納骨塚を利

用している方に対してアンケートなどで調

査したようですが、その後の経過などをお

聞かせください。 

以上３点、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 〔登壇〕 岡本議

員の御質問に答弁いたします。 

峠の湯について。 

峠の湯の安全対策についてですが、峠の

湯につきましては、平成８年１２月にオー

プンしてから２５年が経過し、施設の老朽

化は進んでいるのが現状でありますが、指

定管理者の適切な維持管理のもと、利用者

の皆様の安全を第一に考えた運営を行って

いただいております。 

浴場における安全対策としましては、昨

年５月から６月までの休業期間中に、現指

定管理者において床面の汚れを洗浄し、新

たにスリップ防止剤を散布したところ、一

定の効果が得られたところであります。 
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また、本年５月中旬のメンテナンス休館

中には、床面の表面を研磨する等、試行を

重ねており、指定管理者において、安全対

策を講じた運営を行っております。 

御質問の手すりの設置につきましては、

浴場内の動線上に手すりを設置できる壁が

少なく、床から立ち上げて設置するとぶつ

かって転倒事故等が発生することも考えら

れることから、指定管理者において、適宜

点検の上、安全対策を講じてまいりたいと

考えておりますので、御理解をお願いいた

します。 

次に、洗い場の間仕切り板設置について

でありますが、当初から設置を想定した設

計ではないため、洗い場の数を確保する関

係から、現状において設置は難しいものと

考えております。 

今後、シャワー利用時のマナーについて

貼り紙を掲示するなど、注意喚起に努めて

いただくよう指定管理者と協議してまいり

たいと考えておりますので、御理解をお願

いいたします。 

次に、保健行政について。 

不妊治療への支援についてですが、令和

４年４月１日から保険適用が拡大され、不

妊治療は治療費の自己負担が３割とされた

ところですが、これまでは、道、町の補助

により、自己負担がほとんど生じない状況

にありました。 

保険の適用後は、保険適用治療費の３割

が自己負担となること、また、適用外の治

療費は、全額が自己負担となるなど、金銭

面での負担が増加することとなるため、何

らかの支援措置が必要と考えております。 

不妊治療の経済的負担の軽減を図るた

め、全道の取組状況等を参考にしながら、

必要な支援を図ってまいりたいと考えてお

ります。 

次に、衛生行政について。 

合同納骨塚への墓誌の設置については、

昨年１２月定例会における岡本議員の質問

以後、本年１月に対象者９９件にアンケー

トを送付し、６６人から回答をいただき、

回答率は６７％でありました。 

アンケート結果では、有料であっても墓

誌への氏名掲示を希望するが４１人で６

２％、希望しないが２５人で３８％であ

り、一定の利用者のニーズがあると判断

し、設置に向けた事務を取り進め、年内に

は設置する考えでありますので、御理解を

お願いいたします。 

以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） それでは、峠の

湯から再度質問してまいります。 

先日、報道でバス運行の状況、利用者の

状況を知ることができました。 

以前にも試行的に運転したことがありま

すよね。 

その頃から見ると利用者が増加している

ということで、大変いいことだなと思って

います。 

それで、設置すると転倒事故が発生する

ことも懸念されるということなのですが、

私はこのことについては前にも質問いたし

まして、その質問を受けていろいろやって

いただいている、研磨したりとかというこ

とで、一定の努力をしていただいていると

いうことには、大変感謝することなのです

けれども、なかなかよく行く方に聞きます

と、広いところを歩くということは大変不

安を感じて、実際に転んでいる人もいる

し、また、行かなくなった人もいるという

ことです。 

私も手すりを設置するということで、例

えば、真ん中の辺にそういう棒みたいなも

のを置くことはできないのではないかなと

思います。 

ただ、あっちこっちにある湯舟の周りに

は手すりがありますけれども、意外と湯舟

の大きさの割には、入るときに捕まる手す

りが少ないのでないかなと感じています。 
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例えば、どうしても床から付けられない

となれば、湯舟の横から付けることができ

ないのかとか、そういう工夫はもっともっ

とできることがあるのではないかと思っ

て、私も峠の湯に行ったときにそういうふ

うに見ています。 

小さな努力はたくさんしていただいてい

ることを私は分かっています。 

ロッカーを減らして、ちょっと広めにし

てくれたりしているということも十分検討

していますけれども、開設以来２５年が経

過して、例えば峠の湯を利用する方々がど

のぐらいの平均年齢なのか。 

そういうことを一度調べたことがあるの

でしょうか。感覚として。 

旅行者の方もたくさん通りますので、も

ちろん若い方も入っていただくと思うので

すが、利用者の平均年齢というのか、そう

いうことに対して、ちょっと心遣いしたこ

とがあるのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（影山俊幸君） ただいま

の岡本議員の利用者の平均年齢の調査につ

きましてですけれども、こちらの調査、議

員御存じのとおり、今現在券売機で券を購

入していただいて、フロントで券を出して

いただいてという形で利用者の方々には利

用していただいているのですけれども、そ

ういった中でアンケート調査というのを、

年齢をお聞きしながらという部分での調査

は、現在私の知る限りでは今まで行ってい

ないと認識しておりますので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） そうですね。 

私もイメージしたのですけれど、券売機

で買うときは様子を見ているぐらいで、実

際に対面しているわけではないのかもしれ

ません。 

ただ、例えば、ポイントで判こをついた

りするときには、実際にカウンターに行っ

てつけていただいたりするときに、大体使

用するというか、来ていただく方の年齢を

ある程度把握するというのは、経営面から

も考えることも必要ではないかと考えてい

ます。 

大変私事なのですけれども、１月ぐらい

から脊柱管狭窄症と診断されて、最終的に

は国保病院の又吉先生がまだ手術するほど

でないという結果をいただいています。 

それで、１月ぐらいから本当に歩き方が

おかしくなって、今までとは全く違うので

すが、自分が経験して初めてすごくわかる

ことがあるのです。 

自分が経験するから人の歩き方とかすご

く見るようになりました。 

町の中でも、もちろん病院の待合室なん

かでも。 

そうすると、すごく多いんです。 

腰が悪かったり、曲がっていたり、足が

悪かったり、膝が痛いのかなとか。 

銀行に行っても、郵便局に行ってもそう

いう人が目につくようになったのです。 

そういうことを考えますと、すごくそう

いう人が多いなと思っています。 

話はまた変わりますけれども、数年前に

びほーるに手すりがつきました。 

それも、私が一般質問をさせていただい

て、手すりがついたのですけれども、びほ

ーるがオープンしたときに、すぐあそこに

も手すりが必要だと私は分かったのです。 

当時の教育長にすぐ言いました。 

今の町長ではないですが、そのときにあ

そこには手すりが必要、そしてまだちょっ

と暗いという話もしました。 

今は手すりもつきましたし、フットラン

プもついて、すごくよくなりました。 

オープンのときにすぐに言って何と言わ

れたかというと、いざというときに逃げる

ためにあの辺にそういうものがあると邪魔

だからつけられない、危機管理としてつけ

られないと、そのときはおっしゃったので

す。 
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そんなものかなと思いながらも、ちょっ

と引っ込んだのです。 

そういうふうにすぐ諦めてしまって、た

だ、実際に自分がそこへ高齢者を連れてい

くようになったときに、下の段二つぐらい

を踏み外して転んだ人がいました。 

転げ落ちたときにやはり危ないというこ

とで、一般質問させていただいて、今の状

況です。 

そういうふうにできない理由はいろいろ

あると思います。 

だけど、例えば自分の家のお父さんやお

母さんが何とかお風呂に行けるようにと

か、どういう工夫をしたらやってやれるの

かという目で、私は峠の湯も見ていただき

たいなと思っています。 

ですから、長く立っていられるためには

ちょっと休むところ、それと、玄関のとこ

ろ、靴を履くところにも椅子はありますけ

れど、もう一つぐらいあったほうがいいの

ではないかと思っています。 

先ほど自分が言ったように、自分がその

環境にならなければわからないことはたく

さんあります。 

そういうことを高齢の方でよく来る方に

アンケートをとって、もっとこうしたらい

いというような、使っていただく方にアン

ケートをいただくとか、そういうことをこ

れからも考えられないでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 非常に耳の痛い話

ではあるのですが、手すりについてはちょ

っと認識が違って、歩く動線とかそういう

中でつけてほしいという部分では、構造的

にやはりつけづらいところ、想定してない

ところもあって、私も今、岡本議員がお話

ししている間、峠の湯の中の浴場のところ

を思い浮かべていたのですが、浴室という

か温泉の中に入るときにちょっと支えが欲

しいとか、段差がたくさんあってとか、そ

ういうことであれば考えられるところもあ

るのかなと見ております。 

歩くためにそういうものをつけてほしい

というイメージがあったので、そういうふ

うにはちょっと難しいということは担当と

話していました。 

ただ、こういうところであれば、あった

ほうが多分安心して使っていただけると内

部でも話しているので、今お話いただいた

意見をしっかり受け止めた中で検討してい

きたいと思います。 

たくさんつけるというということではな

くて、本当に何か一つでも改善できて、皆

さんが安全に入っていただければというこ

とと、今、一生懸命指定管理者の方々が頑

張ってくれている。 

そのことも理解いただいたということ

で、それはうれしく思っています。 

どういう方々が入っていただいているか

ということで、この辺も実態調査として、

私の記憶の中では、今まで調査とかアンケ

ートをやったというのはないので、それも

何か考えて、どういう方々が利用していた

だいているということも、これからきちん

と分析する必要があるかと思いますので、

これも考えていきたいと考えております。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） 前向きな回答を

いただいたと思っています。 

開設から２５年になりますけれど、私の

知人はもう２５年行っています。 

美幌町は、今、１万８,５００人弱の人口

になったと思いますが、確か６５歳の人口

が６,０００人超えてますよね。 

割ると３分の１。 

今の高齢者というのは、いろいろこの町

の中の活性化に寄与していると思っていま

す。 

ある程度年金をもらっている、時間もあ

る、６５歳まで働くとかいろいろな話が出

てますけれども、ある程度経済力のある方

が時間もある。 

そういう方が結構町の活性化に寄与して
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いると思っています。 

だから、例えば峠の湯を利用する方も、

若い方ももちろんいいかもしれませんが、

そういう方に何度も来ていただく。 

高齢の方がアクティブに行動していくこ

とが、町の活性化につながると思っていま

す。 

そういうことを考えれば、いかにそうい

う人方が利用しやすいところをつくるかと

いうことも町の経済とか、その活性化に私

はつながっていくと思っています。 

私は商業者ですから、小さな商売ですけ

れども、スマッピーカードをやっています

と、このぐらいの年齢の方がこういう売上

げをしているというのは、実際把握できる

ようになっています。 

実際に、大型店は別として美幌の中の買

い回りというか、そういう方は非常に高齢

の方が多い。 

自分の姉たちを見ていても、かなり買物

に行けなくなったのです。 

でも、ある程度の経済力はあるというこ

とで、買いに行ってあげたり、頼んで買っ

てきてもらったり、子供が休みのときに買

い回ったりとか。 

やはり本当に高齢者でも経済を引っ張る

力はあるのです。 

今日の朝、ちょうどテレビでやっていま

したけれど、次の世代になるとそういうの

はすごく弱まるよと。 

年金とかいろいろなことを考えて非正規

雇用だったりして、不安定な年金になった

りすると。 

私は、今現在、６５歳以上の６,０００人

という方々が、町を引っ張る力があると考

えています。 

実際に、その経済力で買物をしているこ

とは確かなのです。 

こういうことを考えますと、病気の予防

もそうですし、もちろん峠の湯、温泉とい

うことを考えれば、足が痛かったり、膝が

痛かったりしても温泉に来ていただくとい

うことで、非常に重要なのではないかなと

感じています。 

ちょっと話は飛びますけれど、あそこに

電気風呂があったらいいという話も聞きま

す。 

薬湯はやっていますが、そういう健康に

つながったりすることも考えられないかな

と考えています。 

とっぴでもない質問ですけれども、町長

その辺いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 高齢の方が町の人

口の中に多くなってきているということ

は、それはもう当然理解するところであり

ます。 

私は、今、峠の湯の御質問の中で、高齢

になって、年相応の方に合わせた峠の湯を

改修したりして使うという気持ちというの

は、余りそう思ってはいません。 

高齢な方には元気に高齢化してほしい、

そして皆さんが高齢であっても元気な方が

温泉に行っていただきたいという思いなの

です。 

だから、例えばその高齢によってどこか

障がいを持ったりとかしている方々につい

ては、何か別な施策として物を考えていか

ないと、それに合わせて施設を全部という

ことにはならないと思っています。 

ただ、安全上、これがあったらというこ

とで、先ほど言った可能なものは考えてい

くべきだと思っておりますので、その辺は

きちんと分けてやらないと、あくまでも町

民の皆様のお金でありますし、逆に言った

ら若い人がやはり少しでも峠の湯に行って

ほしいという思いもあります。 

ですから、そういうふうに元気で高齢化

してほしいという思いは、常々思っており

ます。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） 高齢者の方が行

くから、例えば孫が帰ってきたときに一緒
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に行くかとか、そういうことにもなるかな

と思っています。 

ただ、理解していただきたいのは、先ほ

ど言ったように、高齢者６,０００人の方々

が、いかに充実した毎日を送っていくかと

いうことが、町の活性化と経済力にもなる

と考えているところです。 

仕切り板のことがありましたけれど、仕

切り板はちょっと無理だよと。 

かなり席数というか洗い場を減らさなけ

れば無理なのか、それとも先ほどの注意喚

起ぐらいで終わらすよということなのか、

その辺お知らせください。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 仕切り板について

は、内部で協議もしましたけれど、設置す

る考えは全く持っておりません。 

もともとはそれぞれでやってきた中でお

互いに譲り合うとか、そういう配慮も私は

必要ではないかと。 

確かにあれば、思う存分シャワーを浴び

てというのはできるのですが、もしあった

としてもなるべく人に影響しないような配

慮が必要だと思うことを考えて、そういう

ものの希望があったとしても、逆に今私が

言ったようなことで設置は考えないで、公

衆浴場というか、多くの方が入る中ですか

ら、人に少しは配慮しながら入っていただ

きたいという思いで、設置は考えておりま

せん。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） それでは、次

に、不妊治療に入ってまいります。 

これまでは道、町の補助により自己負担

がほとんど生じていない状況にありました

という答弁でしたけれども、これは治療に

よって、例えば美幌町も１５万プラスして

出してましたよね、町の上乗せ。 

だから、ほとんどの方がその範囲内の治

療をしたのか。 

その辺の実績というか、毎年でなくても

いいですからちょっとお聞かせください。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） 御答弁い

たします。 

令和３年度の実績でございますが、１４

件に対しまして道が３０万円の補助、町が

１５万円を補助しておりますので、実績で

いきますと１４名のうち２名は自己負担が

出ておりますが、残りの１２名については

４５万円の範囲内で収まっているという状

況にございます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） そして、答弁で

は自己負担がかえって増加すると、そのた

めに何らかの支援措置が必要と考えており

ますということですけれども、答弁ではこ

うですが、内々では何らかの支援というと

ころを考えられているのかどうか、お聞か

せください。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） 今、検討

している状況でございますが、人工授精、

タイミング療法という部分の一般不妊治

療、あとそれ以外の体外受精等の特定不妊

治療と言われるもの。 

あと、今、保険適用外でございますが、

先進医療と言われている特定不妊治療のオ

プションと言われているもの、こちらの分

をまずどう補助していくか。 

それに加えまして、議員から質問のあり

ましたとおり、交通費、宿泊費、ここら辺

を今後どのように検討していくかという状

況にございまして、現在北海道においても

北斗市等々の報道を受けまして、６月の中

旬に全道一斉に自治体がどのような補助を

検討しているかというのを調査している状

況にございます。 

今後、北海道において取りまとめした

後、公表するということを考えております

ので、その状況もしっかり考えながら、何
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が美幌町のこれからの不妊治療される方に

とってメリットなのかというのをしっかり

検討してまいりたいと思っております。 

以上でございます。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） ６月中旬くらい

に出て、それからいろいろ考えるというこ

とですけれども、日本産婦人科学会の発表

によると、２０１９年には１４人に１人が

そういう治療を受けた子供ということで、

美幌も１００人弱、９０人とかということ

になると、実際に今までの実績も出ていま

すが、これからはそういう時代なのだなと

考えています。 

こうやって保険適用になることで、かえ

ってお金がかかるということもあります

し、普通よりももうちょっとランクの上の

治療を受けたりとか、広く考えてあげてい

ただきたいなと思っています。 

それと、今、不妊治療するということ

は、この辺では中央圏に出ていかなければ

なりませんので、休みの問題があります。 

私はこれを考えたときに、役場の中の職

員の人が１番女性が多いのではないかなと

思っています。 

しかも若い女性が多いだろうなと。 

このときに、休みをとったり、ただ１日

だけじゃなくて、やはり微妙なタイミング

とかというのがありますので、そういう治

療を受ける方を職場で理解してあげるよう

な、応援してあげるような雰囲気づくりが

これからより大切になってくるのではない

かなと思います。 

エフ休暇というらしいのですが、例えば

森三中の大島さんが「私妊活します」と言

って休みをとって、実際に子供さんが生ま

れましたよね。 

公言できなくても、例えば体に負担のあ

る治療なのですが、そういうことを役場の

職員の中から理解してあげようと。 

役場の職員の女性がそういう治療をする

のであれば、まずそういうことを役場の中

から始めようという気はどうなのでしょ

う。 

それは、町長に聞いたほうがいいでしょ

うか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今回、保険が適用

になるという反面、先ほど担当からお話し

しましたけれども、治療を受けている本人

の方々というのは、やはり負担が増えると

いうのも事実なのです。 

先ほど、道内の状況を調査するという

か、正直な話をさせていただければ、今ま

では北海道も出していて、町村も出してい

て、本人はほとんど負担しないできている

ということを考えたら、私は北海道も何ら

かの支援をしてほしいという思いはありま

す。 

ただ、国が３割になったからこれで安心

しきって、後は町村にということに対して

は、非常に不満ではあるのですけれども、

内部で話している中においては、本人にで

きるだけ負担をかけない支援をすべきだと

いう考えは、担当も私も一致はしていま

す。 

あとは、どこまでという部分のことを私

どもが先にこうやるというよりも、きちん

と他の町村も見て、美幌はしっかりやって

いますということを考えるためには、その

辺の程度についてはちょっと待っていただ

きたい。 

それから、宿泊、交通費についても、全

部というわけにもいかないですし、近くて

も、遠くても何か考えなければいけないよ

ねというか、きちんとできるだけ前向きに

考えましょうと。 

あとは、お金の話の部分でありますが、

これも内部ではある程度一致はしていま

す。 

そういう状況ですので、心配されるよう

なことに対しては、しっかり町は対応して

いきたいと思いますし、その休暇をどうと
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るかというのは、これは町だけではなく

て、町民挙げてそういう方をしっかり、そ

れぞれの企業も、町もとっていただけるよ

うなＰＲ。 

当然、町がそこまで負担してやるという

ことは、そのことを理解してもらうような

啓蒙・啓発とかＰＲをしっかりやっていき

たいと思いますので、御理解いただきたい

と思います。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） すみませ

ん。 

先ほどの御質問いただいた中で、実績の

部分で御答弁させていただきたいと思いま

す。 

中央のほうに行かれるという治療の御質

問がございましたが、道内の状況、札幌市

を除いて特定不妊治療を実施している医療

機関でございますが、釧路、帯広がそれぞ

れ１医療機関、旭川が３医療機関、函館が

６医療機関、オホーツク管内においては北

見市が２医療機関ということです。 

私ども昨年までの実績で３１人を不妊治

療してきているのですが、そのうち６名が

札幌市、２名が帯広市という実績でござい

ます。 

こちらの遠くに行かれている理由でござ

いますが、ほとんどが札幌市から転入され

て引き続き治療を希望している方。 

また、ほかの手術とかもそうなのであり

ますが、札幌が評判いいとか、帯広の病院

が評判いいということでございますので、

決して近くにそういう特定不妊治療ができ

るところがないということでなく、逆に非

常に近いところに２医療機関あるというの

が現状でございます。 

あともう１点。 

休みの部分でございますが、こちら厚生

労働省でも保険の適用と同時に、不妊治療

に対する社会的理解を広げるということも

重視しているところでございます。 

当然、１人で治療するものではございま

せん。 

必ず配偶者と２人セットで治療というこ

とで、美幌町としてもいろいろな広報等を

通じまして、働いている環境の理解という

のも当然必要と考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） 産まない選択を

したり、それから治療してもできなかった

りとか、結婚しないとか。 

本当に子供が生まれる要因がだんだん減

ってきているなと思っています。 

そんな中で、やはり子供を持ちたいと考

える人には、みんなで応援してあげるよう

な体制を。 

ある程度美幌町はできていると思いま

す。 

昔、平成何年でしたか。１２年か１３年

ぐらいにこの不妊治療の質問をして、北海

道初、美幌町が不妊治療費助成となりまし

たよね。 

だから、ほかの町村を見て足並みそろえ

るというのもあるかもしれませんが、美幌

町がある意味先進地になるのではないかな

と思っていますので、ぜひ、制度設計を一

生懸命考えていただいているようなので、

期待申し上げます。 

これで、この質問は終わらせていただき

ます。 

次に、合同納骨塚の墓誌についてです。 

年度内には設置する考えでありますとい

うことですけれど、今、どのようなものを

設置するか、あらあらわかりましたら御説

明願います。 

○議長（大原 昇君） 環境管理課長。 

○環境管理課長（鶴田雅規君） 御答弁申

し上げます。 

昨年の１２月議会においても一部御答弁

させていただいたところかと思いますが、

参考にしているところが、北見市の北見ケ

丘霊園に設置しております墓誌の掲示板を
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想定してございます。 

掲示板１基につき２５０名分のお名前等

を掲示できるようなものを想定していると

ころでございます。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） ６６人の方から

回答いただいたというそのアンケートです

けれど、その中で何か目立つような回答が

あれば、教えていただきたいです。 

一般町民として、多くの方はどう受け取

っているのかなと自分も関心がありますの

で、もしわかるようなことがあれば、お知

らせください。 

○議長（大原 昇君） 環境管理課長。 

○環境管理課長（鶴田雅規君） 氏名掲示

につきまして、自由記載の欄を設けてござ

いましたが、賛成の方はそこの自由記載欄

には記名はなかったです。 

ただ、氏名を掲示する必要がないという

反対の方もいらっしゃいましたので、その

中にはもともとそういう目的ではないはず

だという自由記載があったり、そういう氏

名を掲示するのはプライバシーの関係もあ

るのではないかだとか、そういう自由記載

が２、３件ございました。 

以上です。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） この団塊の世代

の私たちがまだこうやって元気な時代とい

うのと、それからその人方が皆８０歳、８

５歳過ぎたりなんかしたら、また違った対

応になってくるのかなと思っています。 

やはり合同納骨塚があるということは、

高齢の方にとっては安心材料の１つでない

かなと思っていますし、名前を刻むという

ことが私はずっと遠い将来、美幌にゆかり

のある方ということで非常に美幌町のため

にもなるのではないかと考えておりますの

で、こだわってこういう質問をさせていた

だきました。 

１日も早く、実際に墓誌が表示されるこ

とを願うわけですけれども、今の予定では

何月ぐらいになるのでしょうか。 

雪降る前とか、何月かわかればお知らせ

いただきたいです。 

○議長（大原 昇君） 環境管理課長。 

○環境管理課長（鶴田雅規君） 現在の予

定では、雪降る前には設置が完了できれば

と考えているところです。 

○８番（岡本美代子君） 一般質問を終わ

ります。 

○議長（大原 昇君） これで、８番岡本

美代子さんの一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は、１４時５５分といたします。 

午後２時４３分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後２時５５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

通告順により発言を許します。 

１１番上杉晃央さん。 

○１１番(上杉晃央君） 〔登壇〕 それで

は、私はカラス被害と防止策について、カ

ラスの被害の実態と防止策の現状について

お尋ねいたします。 

カラスは幅広い食性を持ち、動物、植物

を問わず餌として食べます。 

専門家の研究によりますと、学習能力が

高く、人間の考えた防止策に慣れると、次

にいかにして餌を確保するのかを考え行動

する鳥類のようです。 

市街地にカラスが増えた原因は、生ごみ

などの餌が豊富にあること、住宅地の近く

に街路樹や電柱など、巣づくりができる環

境があるためのようです。 

私も生ごみを入れた指定ごみ袋にコンテ

ナをかぶせて出したところ、コンテナの手

を入れる隙間から鋭いくちばしで袋を破ら

れ、生ごみなどを食い散らかしたり、くち

ばしで、コンテナを持ち上げられ、広範囲

に散乱された経験があります。 
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また、透明袋に入れたその他プラも同様

に散乱されてしまいました。 

近所でも同様の光景を散見しています。 

このような場合、収集作業の方は散らか

ったごみを集める作業を余儀なくされ、収

集作業にも影響があると思います。 

夕方近くになると、街中に何百羽という

カラスの集団が電線にとまり、フン害や鳴

き声がひどく、また、近くの樹木のカラス

の巣から襲撃されそうになったとの声も町

民から聞いたことがあります。 

また、ごみ処分場周辺の農家では、農作

物の被害も発生しています。 

町として、カラスによるごみ被害や農業

被害をどのように把握されていますか。 

あわせて、カラスに対する町民などから

の苦情実態と現在の防止策についてお尋ね

いたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 〔登壇〕 上杉議

員の御質問に答弁いたします。 

カラス被害と防止策について。 

カラスによるごみ被害についてですが、

自宅前のごみを散らかすという苦情は、昨

年度は４、５件と把握しており、カラスの

繁殖、子育てを行う時期には、卵やひなを

守るための攻撃的な行動に関する苦情が寄

せられ、町民の安全を確保するため、昨年

度は巣を２０個撤去し、卵を３０個、ひな

鳥を３２羽捕獲しております。 

このように、市街地におけるカラスの被

害は、生ごみなどの食べ物があること、街

路樹など巣づくりに適した環境が存在して

いることなどが挙げられます。 

農業被害については、ＪＡびほろが行っ

た有害鳥獣被害調査によりますと、令和３

年の被害面積は２.４ヘクタール、被害金額

は１６０万円となっており、登栄のごみ処

分場では箱わなを２か所に設置し、年間５

００羽程度を捕獲しているところです。 

また、ごみ処分場周辺にお住まいの方に

は、カラスの追い払い用のロケット花火を

配付しております。 

カラスに限らず野生の鳥獣は、人と動物

との共生を目的とする鳥獣の保護及び狩猟

の適正化に関する法律により、原則保護の

対象となりますが、野生の鳥獣が人の生活

環境を悪化させる場合などには、有害鳥獣

として町長の許可を受けた上で捕獲できる

こととなっております。 

捕獲以外の被害対策としましては、蓋つ

きのごみボックス、ネット・コンテナ等の

使用やごみ出しルールの徹底など、自衛策

をお願いするとともに、町民からの依頼や

街路樹などのパトロールを通して、巣など

の撤去による被害防止を図ってまいりま

す。 

以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番(上杉晃央君） 今回の質問は、先

ほど質問書で述べたように、私自身がカラ

スによってごみを散乱された経験であると

か、あるいは同じ町内会の方から同様にカ

ラスの被害を受けた、そういった人からの

意見でありました。 

しかし、答弁によりますとこの件に関す

る苦情は４、５件ということで、私の想像

以上に非常に少ないということが分かりま

した。 

この質問をするにあたって、私も別に上

杉家を狙って来ているわけではないと思い

ますが、我が家に来るカラスはどれを見て

も似たような顔のカラスがいるので、写真

に撮って、２種類のカラスがいるというこ

とで調べてみました。 

主に、生ごみなんかを荒らすのは、ハシ

ブトガラスというくちばしの太いカラスだ

そうです。 

それで、鳴き声は「カー、カー」と鳴く

そうです。 

もう一方の細いほうは小型なのですけれ

ども「ガー、ガー」と非常に濁った声で鳴
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くということをインターネットで調べてみ

て分かりました。 

苦情が非常に少ないということは、それ

はそれでよかったと思います。 

しかし、答弁にもあったようにカラスの

ごみ被害というのは、何よりも町民の皆さ

んの生活の中で出てくる生ごみが餌になる

ということで、これを狙われないように町

の対策としても出ておりました蓋つきの容

器であるとか、あるいはネット、コンテナ

等の使用、あとは基本的にごみを出す時間

を守るとか。 

そういう町民の皆さんがしっかりやると

いうことが防衛策だということは、私もそ

のとおりなのだろうと思います。 

美幌町は戸別収集を基本としております

ので、よその町よりもカラスのこういう被

害の問題というのは、私は少ないのではな

いかなと想像しているのですが、他市町村

では折り畳み式のごみ収集ボックス、美幌

町ですとネットをかける方が多いのですけ

れども、チェーンの重りがついたネット、

こういった用具を貸出しするとか、紹介し

ているような自治体もあります。 

６月初めに所用で東京に行って娘宅に泊

まったのですが、住宅地ですのでいわゆる

ごみステーション方式。 

ステーションといっても立派なステーシ

ョンがあるわけではなく、見ていると全て

カラス対策のために先ほど言ったチェーン

の重りがついたネットを住宅地の壁のステ

ーションに置いたりとか、このようなこと

を東京都ではやっているというのも拝見い

たしました。 

ほかにも、害獣鳥対策研究会というとこ

ろが開発したポリエステル製の被覆鉄線と

いうのか、私も陸上競技場の花壇、ナルク

で植えているところがカラスになぜかいた

ずらされることが多くて、カラス対策でＣ

Ｄなんかをつけて、きらきら光るとカラス

が嫌がるということがあってそういうのや

っています。 

調べてみると、こういうカラスの撃退グ

ッズなども市販されています。 

非常に苦情が少ないということですけれ

ども、町として今紹介したようないろいろ

なカラスの対策用具等を広報で写真つきで

紹介するとか、このような考え方はお持ち

でしょうか。 

○議長（大原 昇君） 環境管理課長。 

○環境管理課長（鶴田雅規君） 今、議員

おっしゃるように、様々な対策、方法が各

自治体でとられている実情もございますの

で、そういうものでごみの被害対策として

御紹介できるものがあれば、広報等を通じ

て紹介していくことも必要かなと感じてお

ります。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番(上杉晃央君） 私もいろいろネッ

トで調べると、カラスの被害というのは、

多分都市部がすごく大変で、非常に苦戦し

ているようでありますが、美幌町であまり

被害がなければ、私が心配するようなこと

もないと思うのですけれども、私もまだ購

入はしてないのですが、さっき言ったポリ

エステル製の被覆鉄線。 

動画を見たのですが、それを電線に止ま

っているカラスのところで、このように手

を掲げただけで、カラスがほとんどそれを

見ただけでいなくなる。 

そんな高いものではないです。 

ですから、自宅前のごみだけではなく

て、例えば特定の路線にカラスがとまって

いてフン害があるとか、いろいろな害があ

るようなときに１度ネットで購入してみ

て、我が家でも実験してみようかなと思い

ました。 

それで、町民の安全を確保するために昨

年度巣を２０個、卵３０個、ひな鳥を３２

羽確保ということで、これだけ駆除してい

るというか、確保しているということを私

は初めてわかりました。 

それで、ごみは散らかされて作業員の人
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が大変ですし、出した町民の方も後片づけ

ということもありますけれども、カラス問

題で最も注意しなくてならないのは、人が

攻撃されることなのだろうと思うのです。 

繁殖期のカラスは特に攻撃的になると言

われておりますが、万が一襲われたりした

場合、どこにどのように連絡して、巣やひ

な鳥の苦情はどのような手続きが必要なの

かお尋ねします。 

また、これまでそういった事例があった

のかどうかについても、お尋ねしたいと思

います。 

○議長（大原 昇君） 耕地林務主幹。 

○耕地林務主幹（伊藤 寿君） 町民の方

からカラスによる危害を加えられるなどの

情報がこちらに寄せられましたら、町のほ

うで私有地、または、公共施設の敷地内の

巣を撤去しに伺います。 

そして、巣を撤去する際には、中に卵、

または、カラスのひながいる場合がありま

すので、こちらを捕獲するには町への申請

を必要とします。 

町がこちらの巣を撤去することで対応し

ておりますのでよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番(上杉晃央君） 町有地だとか公共

施設の場合は町に申請するということは、

法律を見ると許可を取らなければ捕獲でき

ないということですね。 

もっと具体的に町でそういう情報があっ

て、ある公共施設に巣があったとかそうい

ったときに、この答弁書でいうと、町長が

許可してというようなことを書いてありま

したが、町長は別に振興局に申請するとか

そんなことではなくて、町長の権限ででき

るものなのでしょうか。 

その辺もっと詳しく御説明ください。 

○議長（大原 昇君） 耕地林務主幹。 

○耕地林務主幹（伊藤 寿君） 先ほどの

答弁に補足させていただきます。 

町の職員で許可をとっておりますので、

町の職員が直接現地に赴きまして対応して

おりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

カラスの駆除の許可については、権限移

譲により町でやることになっておりますの

で、町の許可に基づいてやっております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番(上杉晃央君） そういえば林務の

職員で、有害鳥獣の関係でそういう資格者

がいらっしゃるということを今、思い出し

ました。 

私も忘れておりました。 

ところで、今、町有地は公共施設という

ことでしたけれども、例えば私の家の高い

木に巣があったと。それで、周りを通る人

を攻撃するようなカラスがいたとします。 

そういうときは、どのようにして駆除す

るような手順を踏んでいったらいいのか。 

その場合はどうでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 耕地林務主幹。 

○耕地林務主幹（伊藤 寿君） そのよう

な場合に関しましては、まず、町の経済部

耕地林務グループに連絡をいただければ、

私有地につきましては、我々で捕獲をしに

行きます。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番(上杉晃央君） そうすると、私有

地であっても美幌町の場合は、そういう住

民に被害を及ぼすという危険性があるとき

は、町長の権限というか責任で、駆除につ

いてきちんと対応していただけると理解し

てよろしいでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 耕地林務主幹。 

○耕地林務主幹（伊藤 寿君） 先ほどの

質問にお答えいたします。 

町に相談をいただければ、駆除に行きま

す。 

また、自分の敷地内であれば、その申請
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に基づきまして許可も出ますのでそのよう

な対応もできますが、今のところ私の把握

している段階では、個人の方で、自分の敷

地内で巣を撤去するということでの申請は

受けておりません。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番(上杉晃央君） 今まで事例がない

ということですけれど、調べると鳥自体は

高い木に巣づくりすると。 

ですから、あまり自宅の庭の木にという

のではなくて、町有地の街路樹とか、公共

施設の中の高い木のところに巣づくりをし

たりすると。 

そういう例は過去にないということです

けれど、万が一、個人住宅にあった場合に

は、役場の耕地林務グループに連絡して対

応してくれるということで、安心できまし

た。 

個人費用はかからないということでよろ

しいですね。 

それで、私もペタンクの練習をしてい

て、あたりに結構カラスがいて、頭の上、

帽子をかすめるところを通ったりとか、そ

のようなこともありました。 

実際にそういったことが起きることを想

定して、町民にわかりやすくカラスの巣や

卵、ひな鳥がいる場合、今、私が説明した

ような万が一、そうなったときにこういう

手順で役場に連絡くださいと。 

こういったことを広報でも一度周知して

おいてあげたほうが親切ではないのかと思

いますが、いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 耕地林務主幹。 

○耕地林務主幹（伊藤 寿君） 広報につ

いての話になりますが、例年４月広報に

「御注意ください。カラスの子育てシーズ

ンです」という記事を注意喚起の意味も含

めて掲載しておりますので、こちらで皆様

にお知らせしていることになっておりま

す。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番(上杉晃央君） 広報をよく読んで

ないのがばれたような気がしますけれど、

私が質問しているのは、そういう場合にど

のように連絡したら役場が対応してくれる

か。 

カラスの子育て中は気をつけてください

ということを町民の皆さんにお知らせする

ことばかりではなくて、万が一、そういう

ときの駆除の手順について、合わせて新年

度でも機会あればぜひ周知していただきた

いと思います。 

次に、令和３年度の農業被害額というの

が１６０万円ということですが、これはカ

ラスが主な害鳥なのか、また、質問した登

栄地区だけに限った被害なのか、その辺の

状況についてお知らせいただきたいと思い

ます。 

○議長（大原 昇君） 農林政策課長。 

○農林政策課長（橋本 勝君） 被害額の

１６０万円と被害面積２.４ヘクタールにつ

きましては、カラスによる美幌町の被害に

なっております。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番(上杉晃央君） 全町的な被害とい

うことで、主に農村部が多いとは思うので

すけれども、何地区ぐらいに被害があるの

か教えてください。 

○議長（大原 昇君） 農林政策課長。 

○農林政策課長（橋本 勝君） 農業被害

が１番多い地区になりますと、１番が都

橋、続いて登栄地区となっております。 

○１１番(上杉晃央君） 地区数はわかりま

すか。 

○議長（大原 昇君） 農林政策課長。 

○農林政策課長（橋本 勝君） 数字を拾

っている地区になりますと、８地区となっ

ております。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ
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ん。 

○１１番(上杉晃央君） ごみ処分場での箱

わなでの捕獲というのが、例年５００羽程

度ということでしたが、参考に捕獲したカ

ラスというのは、どのように処分されてい

るのでしょうか。 

よく何というかカラスの形をした黒いプ

ラスチックみたいなのをぶら下げて、撃退

するために立てているような人もいますけ

れど、当然法律上で駆除したら駄目ですか

らね。 

最終的には処分場でどのように５００羽

を処理しているのか。 

○議長（大原 昇君） 環境管理課長。 

○環境管理課長（鶴田雅規君） 処分場に

つきましては箱わなを設置して、そちらで

中に入ったカラスを駆除している形になり

ます。 

そのあとは処分しています。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番(上杉晃央君） 変なことばかり聞

いてすみません。 

あと、カラスの追い払い用のロケット花

火を農家の方にそれぞれ提供しているとい

うことですが、これらの予算というのは年

間どれぐらいかかっているのでしょう。 

○議長（大原 昇君） 環境管理課長。 

○環境管理課長（鶴田雅規君） ちょっと

今、詳細な数字は手元にないのですけれど

も、消耗品の予算計上の範囲内で買えてい

る分になります。 

ちなみに、６件の農家の方に６３０本、

今年度については配付しております。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番(上杉晃央君） 状況はよくわかり

ました。 

それで、町も今のごみ問題、非常にいろ

いろな形で取り組んでいて、苦慮している

ところでありますので、私自身もう一度町

民の皆さんに生活から出るごみからカラス

被害を防ぐという意味では、一つにはやは

り生ごみを減らす努力というか、そういっ

たことを町民の人も努力していくべきでな

いかなと。 

やはり無駄なものを買わないで、食べ切

り、使い切り、そして食品ロスをなくす。 

こういう取組を町民側に協力していただ

くことや出すときなんですけれど、生ごみ

を見えないように新聞紙でくるんで、雑に

入れてしまうとすごくカラスは目がいいの

で、一遍に生ごみ、えさだということはわ

かりますので、やはり生ごみを見えないよ

うに包む。 

それから、いろいろ調べてみると、ネッ

トの網目の細かさが５ミリ以下でないとく

ちばしで被害を受けるとかということ書い

てあります。 

ネットをかける場合でもそういったもの

を利用するとか、そういったことを含めて

私自身も一町民として、今後ごみ出しルー

ルをしっかり守って、そして、二度とカラ

スの被害に遭わないよう、収集作業員の皆

さんに迷惑をかけないように取り組んでま

いりたいと思います。 

以上で質問を終わらせていただきます。 

○議長（大原 昇君） これで、１１番上

杉晃央さんの一般質問を終わります。 

以上で、本日の一般質問を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎散会宣告 

○議長（大原 昇君） 以上で、本日の日

程は全部終了しました。 

本日はこれで散会します。 

御苦労さまでした。 

 

午後３時２１分 散会   
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